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法人資本主義の 成立   展開・変質 C 七 ) 

  20 世紀アメリカ 資本主義の発展構造一一 

柄 井 敏 朗 

い ，マックス・ヴェーバ 一の経済社会学の 用語 
1  問題の所在           イ @ クイ l レ / ク 

で 補足していえば ， 「分 業」 と 
アプ u プリマ / ィオ ーノ 

アメリカ経済史の 研究者にとって ， 19 世紀末 「 専 有 」の仕組みが 根本的に変ったとい 

から 20 世紀初めの経済の 根本的変化ほど 強烈な ってよい   

関心を呼ぶものはな い ． 「文化」の意味を 社会 まず，バーリー ，ミーンズ以来指摘されてい 

学の通説的理解にしたがって「生活様式」と 理 るよう に 2), 「所有」と「経営」の 分離が起こ 

解すれば， 19 世紀のアメリカは ，一言でいえば ， った 事実を指摘しておかねばならない．企業が 

プロテスタンティズムの 影響が強く浸透した その創設者およびその 家族 ( または親族 ) の 管 

「 ギき布 申文化」の国であ った． だが， 20 世紀の ア 理から離れて ，俸給を受け 取る専門口 り 経営者に 

メリカはこれとはまったく 雰囲気を異にした よって管理されるようになったこと ， これに 伴 

「物質文化」の 国であ る   って，企業の 利益がすべて 株主に配当として 分 

この大きな質的転換を 象徴的に示す 事例こそ， 配されず，その 大きな部分が 企業内部に留保さ 

他 でもない，ヘンリー・フォードによる 自動車 れる よう になり，法人企業の 独自性がその 成長 

の 移動式組立工場の 成立であ った， これは 20 世 の 鍵を握る専門的経営者によって 代弁されるよ 

紀文化を特徴づけたモダニズムの 範 型であ る 1)   うになった事実がこれであ る   

われわれは「物質文化」の 特徴として次の 事 だが，それだけではなかった・ もっと根本的 

実を想起することができる．最終的消費者の 需 なところで変化が 起こっていた． 「経営」と 

要に 標的を合わせて 構築された，ブランド 志向 「家計」との 分離であ る   

の 画一化された 巨大法人企業の 大量生産と大量 19 世紀の普通のアメリカ 人の生活様式を 規定 

販売の合理的システム ，各レベルの 専門口 り 経営 していたものは ，独立自営農民層の 生活様式で 

者によって管理された 巨大法人企業の 合理自りな あ った． トマス・ジェファソンによって 国の基 

経営組織， 自動販売機の 普及やスーパー・マ 一 
@tf@ / /           

礎 として重視され ，建国以来アメリカ 人の意識 

ケットに代表される 形式合理的で 即物的なマ一 の 根底を支えていた 独立自営農民居 は ，南北 戦 
ホームステ         アケ ト 

ケットの仕組みなどであ る． 年期に制定された「自営農地法」 (1862 年 ) に 

この時期を画期にアメリカ 合衆国の経済の 仕 よって制度 曲 りに保障された．だが ， 1890 年代に 

組み，わかり 易くいえば「生産」と「分配」と は 厳然たる事実となっていた「フロンティアの 

「消費」の仕組みが 根本的に変わったのであ る   消滅」によって ，その存立の 基盤は失われて ぃ 

アダム・スミス 以来の経済学の 基本的概念を 用 た ． その後古くから 定住したアメリカ 人も ，新 
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第 1 表 部市 " の 成長 1860 一 1940  ( 単位 100 万円 

午 1860 1870  1880  1890  1900  1910  1920 

農 村 部 25.2  28.7  30.0  40.8  45.8  50%  51.6 

都 市 部 6 ・ " フ 白 9.9  14.T 22.1  30 よ 42.0  54 ヱ 

都市の 数 
人口 1 万人以下 299 495 716 994@ 1297 1665 1970 

Ⅰ万一 10 万人 84 154 203 326 402 547 684 

10  万人以上 - 9 14 ワ 2 O ワ @ 8 38 "0 D 68 

1930 1940 

4774 り 6 目 39 80 55U7/ ワ ロ 
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*  人口 2  ,500 人以上，を擁するところ． 
(@L; 所 @  U.S. Department  of  C  ol Ⅰ rnerce,  Histo ノ ri( 、 ぱ 1S 切れ stir ぴ o Ⅴ   訪 Ⅰしり ルづお tu7t ㈹ ， C Ⅳ n/fU(rJ  冊 n/@ ダガ to) 

1970 ， Washinglon,D Ⅰ・ 1975.pp. l1 円 2 。 から作成   

しい移民も， これとは別の 新しい生活様式を 求 諸企業は激烈な 競争を回避するため ，同業他社 

めねばならなくなっていた． 1920 年の「合出国 との提携や合併を 企てた． さらに進んで 原料 抽 

センサス」は ， はじめて， 「都市」に居住する 出 ，部門から最終消費者への 販売部門までを 1 食 

人口が「農村」に 居住する人口を - ヒ 回った事実 業の管理下におく 部門間の垂直白 9 統合が進展し 

を 告示した ( 第 1 表参照 ). た ． A. D . チャシ ドラ Ⅰ J 「・の指摘した 企業 

巨大法人企業の 管理下におかれた 工場では， の 「合理的管理機構」 ( 経営者のⅡ， ihlehand が 

長 い聞 かかって習得された 熟練は評価されなく 市場機構を支配した 神の in ㎡ sihle hand に取って 代 

なっていた・ その代わりに ，未熟練でも 不熟練 わったという 経営管理機構 ) は， こうした過程で 

でもよい・ 自動化され，精密な 機能を果たす 機 成立していった．そして ，そのなかで 巨大法人 
@ ケ一     スコープ 

械を使った生産機構のなかで ， その単調な仕事 企業は， 「規模の利益」 と「範囲の利益」を 求 

を 首尾よくこなす 者が高い評価を 受けるように めて企業規模を 拡大し，業務を 多角化し国際 

なっていた． 「フォード・システム」に 代表さ 化のメリットを 追求した     
れる， 「科学技術」の 生産工程への @ 、 1 用の一層 本稿の課題は 再編成されたアメリカ 資本主義 

の 進展は，工場内の 分業編成と労働者に 対する を ， 「分業」 と「専有」の 仕組みの変化の 観点 

評価基準を根本的に 変えただけではない・ 「 経 から整理し直しその 構造的特徴を 明らかにし 

営 」と「家計」との 根本的な分離を 達成した   た 上で， これが 20 世紀を通じてどのように 展開 

支払われる賃金で 自分の生活を 支え ， 自らを し 変質していったかを 考えることにあ る 3). 

「生産者」としてよりも「消費者」と 意識し直 

す 新しい時代が 到来していたのであ る   
Ⅱ 法人資本主義の 成立 

プルー   カ ラー 

「経営」と「家計」の 分離は工場労働者にだ A. 1880 年代の急速な 経済成長と 19 世紀アメリ 

け 起こったのではなかった． 本社勤務の   力 資本主義の変化 

上級・中級管理者や ， 配当・利子を 受け取る 1880 年代のアメリカ 経済の発展はめざましい 

人々にも起こっていた．かれらもまた 企業との ものであ った． このことは驚くべき 経済成長率 

利害関係を離れたときには ，いずれも直接に 自 のなかにみることができる ( 第 2 表 ). 国民総 

らを「消費者」と 意識したのであ る・ 生産 (GNP), 国民純生産 (NNP) の伸び率が 

「分業」と「専有」の 変化はこが，に 留まらな 目立っだけでなく ，国内総生産 (GDP), と { 

かった．社会的分業の 再編成が起こっていた   に 非農業部門の 国内総生産 (GDP) をみると 
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第 2 表 19 世紀末～ 20 世紀初めのアメリカ 経済 
単位 10 億ドル (1929 年の価格で換算している ) 

民間国内総生産 
年 代 国民総生産 国民純生産 年 代 国内総生産 

糸合 言上 農 業 非農業 

年 
1872 一 76  11.7 10.1 1869 一 178  11.6 10  .9 4  .1 6  .8 
1877-81  16.1(43.8)  14.6(44.6)  1879-88  21.2(82.7)  20.2(85.3)  5.8(41.5)  14.4(111.8) 
1882-86  20.7(28.6)  18.7(28.0)  1889-93  27.5(29.7)  26.3(30.0)  6.6(13.8)  19.7(  36.8) 
1887-91@ 24.0(15.9)@ 21.3(13.9)@ 1892-96@ 29.8(@ 8.4)@ 28.5(@ 8.4)@ 6.8(@ 3.0)@ 21.7(@ 10.2) 
1892-96@ 28.3(18.0)@ 24.9(16.9)@ 1897-01@ 37.3(25.7)@ 35.8(25.6)@ 8.4(23.5)@ 27.4(@ 26.7) 

1897-1901  35.4(25.1)  31.4(26.1)  1902-06  46.9(25.7)  45.2(26.3)  8.9(  6.0)  36.3(  32.5) 
1902-06  45.0(28.2)  40.2(28.0)  1907-11  55.1(17.5)  52.9(17.0)  9.2(  3.4)  43.7(  20.4) 
1907-11@ 52.5(16.7)@ 46.6(15.9)@ 1912-16@ 62.5(13.4)@ 59.9(13.2)@ 10.K@ 9.8)@ 49.8(@ 14.0) 
1912-16@ 59.7(13.7)@ 52.6(12.8)@ 1917-21@ 71.6(14.6)@ 67.0(11.9)@ 9.7(-4.0)@ 57.3(@ 15.1) 
1917-21  67.7(13.4)  59.0(12.2) 
1922-26  84.4(24.7)  74.6(26.4) 
1927-31@ 93.4(10.7)@ 82.6(10.7) 

( 山鹿 斤 )  H ね加わ ㏄Ⅰ S 加 tisticso/  研ピ ひが化 ガ 身祝 の ， pp. 231 一 32,  から作成   

( ) 内は前期に対する 成長率 (%)   

第 3 表 卸売物価指数の 動向 (1873 一 1920 年 ) 

金属 
金属 

金属年次全商品農産物金属 金属製品。 年次全商品 口 農産物金属製品。 金属 ㍻金商，。 農産物金属製品 鞍鏑 ，。 農劫 金属製品 卸鏑 ， 農楠縄 製品 

1873 年 l33.0  l03  桝 3  1883 年 101.0  87  144  1893 年 5 Ⅱ 5U 1 ⅡⅡ l903 年 87 @ g o ， 2 1913@ 101.9 72 91 

74@ 126.0@ 102@ 194@ 84 8 22 124  g 4 69.6 4 5 @ @ 87.2 59 79.9 14 99.4 71 

75@ 118.0@ 99@ 175@ 85@ 85.0@ 72@ 109@ 95@ 71.2@ 44@ 70@ 05@ 87.7@ 56@ 89.1@ 15@ 99.4@ 72@ 86 

76@ 110.0@ 89@ 157@ 86@ 82.0@ 68@ 110@ 96@ 67.9@ 40@ 71@ 06@ 90.2@ 57@ 102.4@ 16@ 124.8@ 84@ 117 

7777 『 8 g 141 8 77 ll 119 g @@l 4 3 O ト 5 95.2 62 109.8 17 171.6 129 151 

8 77 Ⅰ 2 1 つ @ 6 ㏄ 5 121  4 @ 5 し 9l.8  62  86.3  18  l9l Ⅳ l48  l37 g Ⅰ・ 2 134 a g @ 77 116  76.2 l .2 4 g 98.9 19 202.4 158 131 

              80 166              7  %  l900  ㎝． 9  52 98                   85.2 20 225.4 151 149 
8@  103.0  89  l50  91  81.5  54  92  0@  ㏄． 7  5@  93  Ⅱ 94.8  67  ㏄． 8 

82@ 108.0@ 99@ 159@ 82@ 76.2@ 50@ 84     86.0 53 91 12 100.9 73 89.5 

( 円 月け )  ，全商品卸売物価指数については ， Lance  E.Da Ⅱ s,ela@.,ed.A 用ひ たの lEco 凧 Ⅲ た G 川竹 所 :An@Efonom@ist じ H ㎞。 りげ 

theII 「 れ ite ガ椀 屋代， New  York  l972,p.304.  これはワ ンンニ ピカソ ン の指数 (1914 二 100@  によったもの・ 
・農産物 (1813 一 90 年 @  については， Hisfori 臼 IStatisti ぴ 0/  訪 e  U,nnite ガ及 ㎡ 哉 p.201.  1891 一 1920 年については。 

Ibid,p.200. に よ る 前者は，ワレ ンニ ピカソの指数 (1914 年三 100) によったが，後者は RLS 指数 (1926 年 三 

100) による   

  金属，金属製品についても ，農産物と同じ 指数 (1926 年 二 100) が用いられた   

きに明らかとなる 4)   農地法 (1862 年 ) の影響が大きかった・ この 政 

この事実は，第 3 表をみるとき ，一層興味深 策は， 亜 乾燥地帯であ った大平原地帯を 短期間 

い事実を照らし 出してくる． この時期を通じて のうちに穀倉地帯，牧草地帯，放牧地帯へ 変化 

卸売物価が低落したという 事実であ る   させた． ここでは，農業機械や 有刺鉄線の利用， 

製造業部門ではこの 時期急速な技術革新が 進 さらに独得な 潅概 方式が採用され ，大変化を達 

展し ，製品価格が 低落した・農業部門では 自営 成していった． これが主要農産物 ( 穀物と家畜 ) 
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の 過剰生産と価格の 低落をもたらしたのであ る   第 4 表 製造業部門で 起こった企業合同 

農工両面で進展した 急速な生産拡張と 資本の (1895 一 1904 年 ) 

集約化，それに 伴 な う 卸売物価の低落   これ 企業 企業   

が ， 19 世紀末から 20 世紀初めのアメリカ 経済の 
年次合同数年次合同数年次合同数 企業 

  
構造転換の原動力であ った・ この条件のもとで ， 1895@4? ， 4  )899 年 63  1903 年 コ 5 

鉄道・製造業の 分野で激烈な 競争回避のための 1896 3  1900 21@ 1904 3 

企業合同 5) が進展した・ 農業の分野では ， 1880 1897 6@ 1901 Ⅰ 9 

Ⅰ 8g8 16@ 1902 17 
年代末からファーマーズ・アライアンス 6) の 運   
動や 19 世紀末のポピュリズムの 運動 7) が起こっ (L 片月 肝 ・ ) H.R. L ね moreaux, T 万グ / ゴ Ⅰ p(Jt ル Ⅰ rr はタ グ 

た ・ これらが「分業」と「専有」のあ りかたを 
」 りグ olLl ダ 7W/m ， ダ沖 1  7 "  れ， A 用 m タ グ fealn@ "  正力 usl "  れ そざぉ ，Ⅰ 3 り ・・ - っ一 

1904 ， Cambridge@ U ， P,@ New@ York@ 1985 ， 

根本的に変化させる 動きであ ったことは，いう ） 圧 n@ より 

までもな い ． 

ここでわれわれは ， 近年の 々 オ、 ・ R . ラモ から 20 世紀初めの企業合同の 動きを確認してお 

ロ 一のすぐれた 研究 8) によりながら ， 19 世紀末 かねばならない． 

第 5 表 世紀交替期の 企業合同と市場占有率 

占有率 40% 以下の企業 

CD@Amalgamated@Copper 
(2)@American@Cigar 
③ Oeveland 伎 Sandusky 

Brewing@Co   

(4)@Dayton@Breweries 
@@Empire@Steel@&@Iron 
(6)@Independent@Glass 
@@Maryland@Brewing 
(8)@Massachusetts 

Breweries   
@@New@York@&@Kentucky 
@@Pacific@Coast@Biscuit 
@@Pennsylvania@Central 

Brewing 
@@Pittsburgh@Brewing 
⑭ Prn Ⅵ denceIce 

⑬ Pu,eon 
@@Republic@Iron@Steel 
@@Standard@Shoe 

Machinery 
@@Susquehamma@Iron@& 

Steel 
@@United@Breweries 
⑳ U.S.FlourM ㎜ ng 

@Va ， Iron ， Co3@&@Coke 

占有率 40 一 70% の企業 
  

占有率 70% 以上 - の企業 

OAme,i 。 anB;cy 山 

②・ Ame,icanB,a,, 
③ AmehcanCar& 

F0undry 
④ Ame,icanFelt 

⑤ AmericanFisheries 
⑥ American  unseed 
OAmericanMaltlng 
⑧ AmericanSewerPlpe 
⑨ Ame,i 。 anSh;p. 

bu Ⅱ ding 
⑩ AmericanSmelt ㎞ g& 

Refining 
OAm 。 ",nSl 。 ㎎ 

⑫ AmericanThrea(l 
⑬ Arn 。 ，正 ""Woo ㎞ 

⑭ CaliforniaFruitCan- 
ne 「 sAssoclallon 

⑮ GeneralChe ㎞ ca@ 
⑯ InlernarionalSalt 
⑰ InternaninnalS 爪   er 

⑱ NationalBuiscun 
⑲ NarionalCandy 
⑳ NationalEnamellng& 

Stamplng 
⑳ NationalFir  ep 「 ooflng 
⑳ National 町 ass 

⑳ New  EnglandCotIon 
Yarn 

⑳ RoyalBak 田 gPowd 。 ， 

⑳ RubberGoodsMfg. 
Co. 

⑳ StandardTableo)il 
ひ oth 

⑰ U.S.CoItonD 。 。 k 

⑳ U.S.Sh 甲 hll Ⅱ ding 
⑳ U.S.StpPl 
⑳Ⅵ rginia-CarolinaChe   

mlcal 

@@Ameeican@Brake@Shoe 
&@Foundry 
(2)@American@Can 
(3)@American@CRcle 
(4)@American@Fork@&@Hoe 
(5)@American@Hde@& 

Leather 
@American@Ice 
@@American@Locomotive 
(8)@American@School 

Furniture 
⑨ Ame,i 。 "nSeedi"g 

Machline 
@@American@Snuff 
⑪ Amer;CanStog た 

⑫ AmericanWnd0w 
ひ ass 

⑬ AmericanWr@ting 
Paper 

⑭ CaseinCo.ofAmerica 
⑮ CenlralF0undry 
⑬ ChiCagoPneumal た 

Tool 
⑰ C 。 "1 ㎞。 "t"lT 。 b 、 。 。 。 

⑱ C 。 ， "P, 。 d 。 。 tS 

⑲ CrucibleSteel 
⑳ D 繍 ㎜。 gCo.of 

Amerlca 
⑳ D"P 。 "1 

⑳ EasImanK0dak 
⑳ G 。 " 。 ， ㎡ A,i,to 
⑳ Harbis0n.WalperRe. 

Ⅰ ractorles ・ 

⑳Ⅰ nte Ⅰ nati0 Ⅱ 3l 

HarVester 
⑳ @InIernaIionalPaper 
⑰ Inte 丁 nati0nalSteam 

Pump 
⑳Ⅵ ssi,SippiW  ireGlaSS 
⑳ Nad0nalA  sphalt 
⑩ NaIi0nalCa 丁 bon 
⑪ NadonalN0t.elly 
⑫ OtiSEl 。 ""tor 

⑬ PitlSbuFgh  PlaleGlass 
⑭ Rai Ⅳ aySleelSpring 
⑱ SIandardSanilary ㎡ g   

⑯ UnionBag&  Paper 
⑰ UnitedBoxBoard& 

Paper 
⑱ UniledShoe 

Machinery 
⑲ U.S.Bobbin&  Shuttle 
⑩ U.S.CasIIronPipe& 

Foundry 
⑪ U.S.E" ㎎№ pe 
⑫ U.S.Gypsum 

( 出所 )  Lamoveaux, The  Gre 。 atMe,rg.erwfn 化 mfntin  American  B ぴ 、 ni ; 穏塊 pp.3 一 4,  から   
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1895 一 1904 年の 10 年間に 157 件の企業合同が 

起こった事実に 注目されたい． しかも，第 5 表 

に示されたように ， この 157 件の企業合同によ 

って， 70% 以上の市場占有率を 有する企業が 42 

社 ， 40 一 70% の占有率を有する 企業が 30 社， 

40% 以下の占有率を 有した企業が 21 社成立した 

こと，そしてこれらの 企業合同が製造業のほと 

んどすべてともいってよい 部門で起こっている 

ことに刮目していただきたい 9). 
われわれはここで ，これらの企業合同が「シ 

ャーマン法」 (ShermanAntitrustAct' 「非合法的 

な制限および 独占に対して 営業および通商を 保護す 

る 法律」， 1890 年 7 月 ) の制定後に進められた 事 

実にどうしても 言及しておかねばならない 10)   

同法が鉄道業を 対象に不公正な 営業活動を禁止 

する目的で制定された 「川除商業法」 

(lnterstates CommerceAct, 1887 年 ) に続いて， 

一般企業を対象に 制定された「独占禁止法」で 

あ ったからであ る． 

われわれは，まず ，これら企業合同に 対して 

連邦政府がどのように 対応、 したかについて 検討 

しておこう． 

B. 「シャーマン 法」の制定と 連邦政府の「独 

占禁止政策」 

「シャーマン 法」は，すでに 13 州で州法とし 

て制定されていたトラスト 禁止法を土台につく 

られたトラスト 問題に対する 連邦政府の包括的 

な対応措置であ った．それは 全 8 条から構成さ 

れていたが，実体規定となった 第 1 条と第 2 条 

では，問題性の 多い用語であ る「営業の制限」， 

「独占化」，「独占化の 企て」について 定義がな 

され，違反者に 対しては罰則が 設けられてい 

六 @11) @   しかし この法律は法解釈上きわめて 

む っ かし い 問題を含んでいた． 同法の制定から 

アメリカ独占禁止政策確定の 最終指標を示す 

「クレイトン 法」 (ClaytonAntit,u,tAct) と「 連 

邦 取引委員会 法 」 (F 。 d 。 ， "l T,"de Commi,,ion 

A 。 t) の制定 ( いずれも 1914 年 ) まで四半世紀間 

「シャーマン 法」に対する 連邦司法部の 解釈が 

左右に大きく 揺れたのはこのためであ った・ 

、 ンャ一 マン法の立法趣旨は ， 1890 年 3 月 21 日 上院本会議で 行なわれたジョン・ シ 

( オハイオ州選出 ) による同法案支持の 演説から 

明らかであ る， 2). それは，規制の 対象とされ 

た「営業の制限」，「独占化」，「独占化の 企て」 

に関して，これまでに 積み上げられて 来た「 コ 

モ ノ ， ロ 一の原則」に ommon,lawdo 。 t,mn 。 ) を明 

文化することにあ った． しかし実際に 両院を 

通過した「シャーマン 法」は， この趣旨を十分 

に徹底させえず ，解釈の余地を 多分に残すもの 

となり，最終判断を 連邦司法部に 委ねるものと 

なった． この時期連邦司法部， とくに連邦最高 

裁判所の解釈が 大きな意味をもったのはこのた 

めであ った．成立した 巨大法人企業の 命運はこ 

の解釈によって 決定的に左右されることになっ 

たからであ る． 3 代の革新主義政権 (Th . ロー 

ズヴェルト， W. タフト， W. ウィルソン ) の独占 

禁止政策もまた ， この解釈をめぐる 連邦行政部 

の対応の仕方と 大きくかかわり ， 色 づけられた 

といってよ り ． 

そこでまず議論の 手始めに，連邦司法部， と 

くに連邦最高裁判所の 解釈の変化から 見ておき 

たい・ 

この時期連邦最高裁判所の 解釈は大きく 次の 

ように変化した・ 

第 1 期 (1890 年 7 月一 97 年 3 月 ) : 「コロン・ 

ロ 一の原則」に よ る解釈が支配的であ った時期・ 

第 2 期 (1897 年 3 月一 1911 年 5 月 ) : 提訴され 

た事件において「シャーマン 法」が字義通り 解 

釈された時期 ( 「当然違法の 原則」の貫登 期 ). 

第 3 期 (1911 年 5 月一 14 年 ) : 「当然違法の 

原則」が否定され ，再度「 コ モン・ ロ 一の原 

則」による解釈が 復活して，いわゆる「条理の 
原則」 (,ul 。 。 f, 。 ", 。 n) が確立した時期   

以上であ る 13)   

革新主義朗がこのうち 第 2 期と第 3 期と重な 

り， 3 代の政権 がとくに「ハーランの 解釈」と 

呼ばれた「シャーマン 法」の字義通りの 解釈と 

ぶつかったことは 特筆しておかねばならな 
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し 、 14)   

ところでわれわれは ， 3 代の革新主義政権 の 

「独占禁止政策」の 特徴を個々に 論述する双に 

予め，つぎの 基本的事実を 確認しでおかねばな 

ら な い ． 

1 つは， 3 代の政権 がいずれも「トラスト 問 

題」の解決を 最大の政策課題にしており ， その 

中でとくに「独占禁止政策」が 中心問題であ っ 

たこと． 2 つ目は ， にもかかわらず 3 政権 とも， 

反トラスト運動の 19 世紀的指導原理ともいうべ 

・ き ポピュリズム ( あ るいはその源流とも 思うべき 

、 ジャク ソニア ンの 反 独占運動 ) とも絶縁していた 

ということであ る． このことは Y 央ぅき 的に重要な 

意味をもっていた ， 

州法に基づいて 設立認可された 企業であ りな 

がら，この時期これらの 巨大法人企業は ，州境 

はおろか，国境をも 越えて活動する 企業となっ 

ていた， しかも， これらの企業は ，科学技術を 

生産工程や流通過程に 応用することで 競争力を 

獲得し 自社のユニークな 存在理由をアピール 

した諸企業であ り，その生産力は 世界市場での 

競争にも十分に 堪えうるものとなっていた・ 時 

代は第 1 次世界大戦前夜の「古典的帝国主義」 

の時代に入っていた． 3 代の革新主義政権 は， 

これらの事実をしっかりと 理解した上で ， 「ト 

ラスト問題」の 解決にあ たったのであ った 田 ・ 

したがって，ポピュリズムとの 断絶はこれらの 

政権 にとっていわば 当然のことであ ったといっ 

てよい・ 

共和党セオドア・ローズヴェルト 政権 Ⅰ 901   
一 09 年 ) は， 「 公 益の維持」 という 観 

点から独占禁止政策にたいへんな 熱意を示した   

合衆国北西部の 3 大鉄道 ( ナザン ま知直山 0 ， th 。 rn 

PacificR.R.]. グレイト・ナザン 鉄道に， eatN 。 ),th- 

e,n R.R.], バーリンバトン & ク ウィンシ一鉄道 

旧 u,lington& Quin 。 y R.R.]) の 支配権 を獲得し 

ようとして， J . P. モルガン と ジェイムズ・ 

J . ヒルの指導のもとで 設立された持株会社， 

ナザ レ ・シキュアリティーズ ，カンパニー 

(Northern Secu, Ⅲ es Company) を， 「公共の利 

益 」に反するものとして「シャーマン 法」違反 

で提訴し， 1904 年，連邦最高裁判所の 判決で同 

社を解散に追い 込むことに成功したことは ， 同 

政権 の「独占禁止政策」の 基本理念を象徴的に 

示した出来事であ った 16). 
だが，同政権 の「独占禁止政策」には 一つの 

大きな問題点があ った．それは ，巨大法人企業 

の処遇に関連して ， 当時「当然違法の 原則」の 

立場を堅持していた 連邦最高裁判所の 態度にあ 

き 足らず，連邦行政部の 指導力を発揮する 傾向   
を強めていたことであ った． 

同政権 は商・労務省 (D 。 p 、 ， tment of COm- 

merceand Labo,) を新設 (1903 年 ) し， 新しい 

時代のビジネスと 労働問題に対応できる 行政措 

置を講じただけではない． その一部局に 株 - 式会 

社 局 (Bureau of Corporations) を設置し (1903 

年 ), 廃案とはなったが「 ヘ バン法案」 

(HepburnBill: 「シャーマン 法」の改正法案 ) の 立 

案に努め，巨大法人企業の 活動に対して 行政面   
からの管理を 強めようとした．川除商業に 携わ 

る巨大法人企業に 対して，その 企業活動に関す 

る詳細な情報開示を 要求し その活動が「 公 

益 」に適っているかどうかを 調査しようとし 

行政部のこの 動きに対して 協力的な企業だけを 
トラスト トラスト 

「よ い 企業」，非協力的な 企業を「悪い 企業」と 

盗意 的に区別して ，後者のみを 連邦司法部 へ提 評 する方針を採ったのであ った 17). 裁判に よ ・   
ら な い 行政的管理ほど 危険なものはな い ．建国 

以来の政治原則 ( 「権 力分立」 ) を踏みにじりか 

れないこの政策は ，政策意図としては 共鳴でき 

る面はあ ったとしても ，やがて直ちに 批判の対 

象 となった． 

共和党タフト 政権 (190g-M3 年 ) の「独占禁 

止政策」は， Th . ローズヴェルト 政権 のこの 

政策との対決のなかで 生まれた・ タフト政権 は 

企業規制を極端なまでに 行政部へ集中しょうと 

努めた双政権 に反対し建国以来の 政治原則に 

立脚した企業規制のあ り方を追求した． そして， 

法解釈上きわめてむ っ かし い 問題を含んで い た 

「シャーマン 法」の改正を 準備する一方，最高 
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裁判所主席判事の 後任人事に際し「当然違法 
の原則」に反対し「 コ モン・ ロ 一の原則」に 

よる解釈の妥当性を 提Ⅰ 昌し 続けて来た F. D. 

ホワイトを主席判事に 昇格させて， 「条理の原 

則 」を確立させた (1911 年 ). また「トラスト 
トラスト 

問題」に対しては ，「よい企業」と「悪い 企業」トラスト トラス。 
を 恐意 的に峻別する 方法を捨て，違法の 疑いの 

あ る諸企業をおしなべて 提訴しその最終的審 

決を司法部に 委ねたのであ った、 8). 
1912 年大統領選挙で 勝利し成立した 民主党ウ 

ィルソン政権 (1913 一 2¥ 年 ) は，懸案であ った 

「独占禁止政策」を 最終的に結着させた．「連邦 

取引委員会 法 」と「クレイトン 法」の制定がこ 

れであ る 19). 

「連邦取引委員会 法 」は川除取引を 進める巨 

大法人企業の 活動の適否に 関する判断を 連邦司 

法部の審理に 委ねるという 連邦行政部の 姿勢を 

明確にした上で ， タフト政権 とは違って「トラ 

スト問題」に 対する行政部の 果すべき一定の 役 

割を明確に定めたものであ った．すなわち ， そ 

れは，巨大法人企業の 行なう「営業の 制限」， 
あ るいは「独占化の 企て」に対して 予防的規制 

を施し川除取引に 携わる巨大法人企業の 欺 臓 

的 行為， または慣行を 差し留め，消費者保護の 

徹底をめざした． この予防的規制を 行なう行政 

機関として新設されたのが ，連邦取引委員会で 

あ った．同委員会は ， 7 年任期の 5 名の委員に 

よって構成された 委員会であ り，意思決定機関 

であ った・同委員会の 権 限は，具体的な 問題を 

施行する上で 規則を定めることのできる 単立法 

権 と ，一般株式会社の 企業活動に対する 調査権 

( 強制調査権 ) と ，その調査に 基づいて審査およ 

び 審判をなし ぅる準 司法権 から構成された 20). 
「クレイトン 法」は「価格差別」，「不当排他 

条件付取引」，「株式または 資産の取得」を 規制 

する目的で制定された．その 立法趣旨は ， 「シ 

ャーマン法」に 違反する行為を 未然に防止する 

ことにあ った． この法律で 100 万ドル以上の 資 

本金を有する 金融機関での 取締役の兼任が 禁止 

された 上 ， このような金融機関が 他社の株式を 

所有することが 禁止された． また労働組合や 農 

業団体が「シャーマン 法」の適用対象から 除外 

された． この 2 つの事柄は ， 後に考察するよう 

に ，革新主義政権 の社会経済的基盤を 知る上で 

大切な意味をもっていた 21)   

C. 革新主我政権 の経済政策 

さて，われわれは ，上記の議論を 受けて，革 

新主義期の経済政策を 整理しておかねばならな 

レ Ⅰ   

確認しておかねばならないことは ， これらの 

政策体系が 1890 年代にポピュリストによって 提 

起された「 反 独占」と「景気回復」のための 政 

策提言に対する 代案としてつぎつぎに 整備され 

ていったという 事実であ る．それは前項で 検討 

しておいた「独占禁止政策」を 中心に据え，貨 

幣政策，金融政策，貿易政策，財政政策から 体 

系的に構成されたもので ，南北戦争，再建 期 に 

構築された諸政策の 抜本的見直しを 迫る内容の 

ものであ った． 

1. 貨幣政策 これについては 金本位法の制 

定 (1900 年 ) と連邦準備法の 制定 (1913 年 ) が 

挙げられねばならない． 

金本位法は銀貨の 無制限鋳造 ( 銀本位制 ) を 

要求したポピュリストの 提言に対する 代案で ， 

貨幣政策において 合衆国の新しい 方向，性を示し 

たきわめて重要な 意義をもつ政策であ った 22). 
そのポイントは ，イギリス経済を 中心に編成 

された 19 世紀末の世界経済のなかで ，英貨の基 ボンド 

礎 となり，国際的価値尺度および 支払手段とし 

て機能していた 金をもって本位貨幣とし これ 
                      クス 

によって国内で 流通している 紙券 ( 緑 首紙幣 お 

よびその他の 政府紙幣と国法銀行券 ) を保障しよ 

うとしたものであ る・その狙いは ，現行の金銀 

複本位制 ( またはポピュリストの 要求した銀本位 

制 ) から生じる国内通貨制度の 混乱を解決し 

同時に経済成長に 必要な通貨を 弾力的に供給で 

きる貨幣制度の 創出にあ った． 

その背景にはつぎのような 事情があ った． そ 
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れは ポピュリストの 要求を受入れて 制定された 

「シャーマン 銀 買上げ 法 」 (1890 年 ) が，その政 

策意図から離れて 1890 年代に合衆国の 通貨危機 

を惹 き 起こし合衆国の 経済活動を大混乱に 追 

い込んだという 事情に他ならない． 

金本位法制定を 支えた理論は 次の貨幣理論で 

あ った・それは ，ポピュリストの 期待した通貨 

供給の増大ならば ，国際的にみて 価値の不安定 

な銀貨の無制限鋳造によらなくとも ， 金 と免 換 

可能な紙券の 増発によっても 可能だという ， - ン 

ンプルであ るが正鵠を射た 理論に他ならなかっ 

た・ この政策は若干の 曲折はあ ったが連邦準備 

法の制定に受け 嗣がれてゆくことになった． そ 

してこの政策によって ，貨幣制度の 国家管理を 

要求したポピュリストの「 反 独占」政策と「景 

気回復」政策は 完全に封じ込まれたのであ った   

2. 金融政策 これについては 連邦準備 怯め 

制定 (1913 年 ) が挙げられねばならない 23). 

「独占禁止政策」が ，「公共の利益」と「公共の 

福祉」の観点から 巨大法人企業の 活動に規制を 

加え， 財 ・サービス市場の 需給関係と価格の 安 
ナシ計十ル                 

定 化をはかり，変化しつつあ る国民経済を 

新たな発展軌道に 乗せようとした 産業・市場政 

策であ ったとすれば ，中央銀行制度の 創設を定 

めた連邦準備 法は ，巨大法人企業の 成立によっ 
マ不一   アンド   キャピタル   マーケ     

て 変化した金融・ 資本市場を， これまた 

「公共の利益」と「公共の 福祉」の観点から 調 

整しようと試みた 政策立法であ った． 

もちろん 3 代の革新主義政権 の時代に物事が 

同じ方向に順調に 進展したわけではなかった． 

共和党と民主党のあ いだに金融政策について 大 

きな隔りがあ ったしそれらを 支持する社会経 

済 的基盤にもずれが 見られたからであ る．だが， 

1907 年恐慌以降の 動き， たとえば， 「オールド 

リッチ ニ ブリーランド 法 」の制定 (1908 年 ), 

全国貨幣委員会 (NMC) の設置とその 調査報 

告書の発表 (1910 一 11 年 ), 「全国準備協会計画」 

の策定 (1912 年 ) などを見ると ， この時期，改 

革者の間で 次 ような事実認識で 合意が得られて 

いたことがわかる． 

1 つは，巨大法人企業の 成立によって 資金調 

達の仕組が根本的に 変化したという 事実認識で 

あ った・いま 1 つは，巨大法人企業の 活動が国 

境を越えるようになったという 現実を踏まえて ， 

貿易金融のロンドン 金融市場からの 脱却が必要 

だという事実認識であ った．前者は ，証券取 引 

所を巨大法人企業の 健全な，したがってこれを 
投機によって 撹 乱することの 妙 ない，投資資金 

調達市場として 位置づけることをめざした 政策 

を展望していた・ これに対し後者は ，合衆国 
  

における手形割引市場の 創設，すなわち ，米貨   
建て外国為替手形 ( 銀行引受手形 BA) の育成 

とその流通市場の 整備を展望した 事実認識であ 

っ たことはいうまでもない． 

このような自覚は ，通貨の弾力的供給だけを 
意図したポピュリスト や ，その弱点を 克服した 

金本位法制定推進者たちの 改革計画を遥かに 凌 

駕した， まさに「現代アメリカ 的」事実認識で 

あ ったといってよい．すなわち ， 1 つは，それ   
まで「地域社会」を 基礎に成立・ 発展して来た 

アメリカ銀行制度 ( 州法銀行制度および 同法銀行 

制度 ) が，川除商業を 基盤に発展の 基礎固めを 

した巨大法人企業の 資金調達に十分に 応じ切れ 

なかったということ ， そのため証券取引所が ， 

これら企業の 資金調達に応えるよ う 整備されな 

ければならなくなったという 理由からであ 

る卸 ． 

さらにいま 1 っ ・ 19 世紀を通じて 合衆国の貿 

易は イギリスに大きく 依 存しており ぬ ，貿易 

上の決済もロンドン 市場を中心に 英貨で行われ 

ていた・ だから， ロンドン中心に 編成された 貿 

易 金融システムに 依存することは ， 最小のリス 

クで最も有利に 貿易金融を進めることを 意味し 

ていた・ だが，巨大法人企業の 対外活動が活発 

化し それとともに 取扱い商品も 変り，取引先 

も 変化するようになってくると 26,, 英貨によ   
るよりも米貨による 決済の必要性が 現実味を帯 

びてくるようになった   

連邦準備制度の 設置は ， 大きくみたとき ， こ 
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02 つの「現代アメリカ 的」要求に応えようと 

したものであ った． 

連邦準備法は 大要次の事柄を 定めた 27). 
①独立国庫制を 廃止 28) し 新設された連邦 

準備銀行を財政代理機関 ( 「政府の銀行」 ) とす 

る ． 

(2 個 法 銀行券の発行を 停止して，連邦準備 券 

(Federal                Notes)  をもって法           貨に定 

め，金本位制を 前提とした上で ，通貨の弾力的 

供給をはかる 29). 
(3 にれまで独立国庫制度とニューヨーク 市の 

銀行 ( とくに手形交換所加盟まほ 行 ) によって担わ 

れていた全国の 準備金 ( 紙 券の発行および 預金の 

準備金 ) を連邦準備制度によって 一元的に管理 

する． 

(4 博邦準備制度を 地方分権 白 9 中央銀行制度に 

組織し全国を 12 の準備 区 に分け，それぞれ 1 
フェデ ラ @L     J 廿 ' 一ヴ   /(. ノク 

っ宛 連邦準備銀行を 設立しワシントンにお 
フェデラル     j ザ一ヴ   持 @ 一ド 

かれた連邦準備 局 がこれを緩かな 形で統括 

する，連邦準備銀行は ，各準備区内の 加盟銀行 

に対して「最後の 貸手」となる． 

(5@ 法 銀行は預金銀行として 存続する．そし 

てこれらにあ る一定の資産額を 限度に在覚支店 

の 設置を認める・ 貿易金融を促進するため ，手 

形の引受業務を 許可する． 

加えてわれわれは ，次の事実を 付記しておか 

ねばならない． 

第 1 は，連邦準備制度が 業務を開始した 1914 

年夏に第 1 次世界大戦が 起こったということ． 

第 2 は，証券取引所を 健全な投資資金調達市 

場に育成してゆこうとした 改革者の意図は ，連 

邦準備 法 のなかには十分な 形では実現されなか 

っ たこと． 

したがって，第 1 次大戦の開始とともに 進ん 

だ合衆国の金融構造の 変化 ( 本論文 ( 中 )) に対 

して，連邦準備制度の 設立だけでは 期待された 

十分な役割を 果し得なかった． この大切な問題 

は ， 1929 年恐慌後になって 焦眉の課題となって 

現れてくる． 

3. 貿易政策 革新主義期の 貿易政策では ， 

1909 年の関税法 ( 「ペインニオールドリッチ 関税 

法」 ) と ， 1913 年の関税法 ( 「アンダーウッド 関税 

法」 ) が 上ヒ較 検討されなければならない． この 

2 つの関税法は 性格を異にした 関税法であ った 

が ，南北戦争後に 制定された関税法 ( 「 モ リル関 

税法」 (1861 年 ) 以後の「関税法」 ) に対する見直 

し論議のなかで 制定された関税法であ った 30). 

見直し論議の 争点は，南北戦争以後の 関税法 

が 高率の保護関税を 課し巨大法人企業の 成立 
アンクイ   トラスト 

に 寄与したという「 反 独占」の議論の 是非 

をめぐるものであ った・ したがって，改正論者 

の 主張は，関税を 科学的に決定する 制度として， 

合衆国関税委員会 (United States Tariff 
Commission) の設置要求と 結びついていた 3,). 

タフト政権 期 に制定された「ペイン ，オール 

ドリッチ関税法」は ， 19 世紀末に制定された 2 

つの重要な関税法 ( 「マッキンリ 一関税法」と「 デ 

イングレ一関税法」 ) の理念を継承した 保護色の 

つよい関税法であ った・両法はすでに「互恵条 

項」を挿入していたことで 注目されねばならな 

い・ ここで「互恵条項」とは ，特定の国と 単独 

に 貿易協定を結び ，その国が高率関税を 課して 

合衆国の生産物 ( 農産物または 工業製品 ) の輸入 

を制限しなければ ，当該国からの 輸入品に対し 

て，関税法で 定められた高率関税を 課さないこ 

とを調った条項のことを 言う． 

「ペイン，オールドリッチ 関税法」では ，こ 

の「互恵条項」の 挿入は否定された・だが ，そ 

の理念の継承ともいうべき 形で， 
マクノ 7 ム   タリフ   レイト       二％ ム   タリフ         

「 最大関税率」と「最小関税率」の 二重 関 

税率が定められ ，個々に貿易協定を 結んで合衆 

国と「互恵関係」をもつに 至った国には「最低 

関税率」，そうでない 国々には「最大関税率」 

が課されるという 差別を設けたのであ った． 

このことは「 反 独占」論議に 直接対応、 した 貿 

易 政策ではない． むしろナショナル・インタレ 

ストが全面に 押し出された 政策であ った．それ 

でけではない． 19 世紀末にすでに 現実のものと 

なっていた合衆国の 産業，貿易構造の 変化に対 
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第 1 図 合衆国の貿易収支 (1858 一 1910 ヰ -) 

百万ドル 
Ⅰ 860 Ⅰ 865 Ⅰ 870 1875 1880 1885 Ⅰ 890 1895 1900 1905 Ⅰ 910 

( 出所 )                                                              T 乃 Ⅰ D Ⅰ。 fe ， わ 戸川 れ Ⅰ 7  所 ピ A け ㍗ 7-@ Ⅰ び戸 hco れ 0% ッ ， G;lkenWew, 
Illinois@ 1963 ， pp ， 256-57   

応 、 した貿易政策であ った． とくに保護色を 強め 「アンダーウッド 関税法」はたしかに 免税 品 

ていたヨーロッパ 諸国， とりわけドイツ とブ ラ 目を増やし全般 由 りに関税率を 引下げた． また 合 

シ スに対して，合衆国からの 農産物の輸出を 有 理 的に関税率が 決定される よう 「競争関税」の 

利 にし加えて， ヵ ナダ， アルゼンチンなど 米 原則                                                           t",iff") を 導入し   
州 大陸諸国への 工業製品の輸出にも 最大の配慮 国内の生産者に 外国の生産者と 同一条件で競争   
がなされた政策であ ったといえる ，それは， 19 できる よう 設定されたこれまでの 関税設定の原 

世紀末に近づけば 近づくほど黒字幅を 増大させ 則 ，すなわち，「生産価格均等化」原則 
た 合衆国の貿易収支 ( 第 1 図参照 ) のなかで， (princi   Ⅰ   of@ "equlizi   g@cost@of@producti   n")@ @@@ 

ウエイトを高めつつあ った工業製品の 輸出を支 定 した． それは齢人の 拡大と輸出の 拡大をとも 

援 する政策であ った 32) といってよい． に 志向したもので ，巨大法人企業の 企業活動の 

これに対してウィルソン 政権 下に制定された 「保守化」 ( 研究開発投資の 削減など ) に歯止めを 

「アンダーウッド 関税法」は ， ①全般 白 りかつ 大 おくとともに「消費者の 利益」をも考慮に 入れ 

幅 な関税率の引下げと ，②このことによって 生 た 政策ではあ った． しかし言葉の 厳密な意味 

じる財政収入の 減少 ( とくに関税 TO 人を規定する で 「自由貿易」政策の 採択ではなかった   

上で重要な役割を 担った原糖の 輸入を免税にしたこ ここでタウシッバが「競争関税」の 原則と 

との影響は大きかった ) を 新たに個人所得税を 導 「生産費均等化」原則が ，結局は同じ 方向性を 

入することで 補填することを 定めたもので ， 賀 もった原則であ ったと指摘している   点に注目し 

易 政策の転換だけでなく ，連邦税制の 転換を方 ておかねばならない 35,. つまり，「競争関税」 

向 づけた画期白 9 意味をもっていた． とくに個人 とはいっても ， それは共倒れを 厭わないほどの 

所得税の導入は 合衆国憲法の 修正を必要とする 「競争」を双提とした 政策ではない・ 結局， 他 

事柄であ ったので重要であ ったといえよ う 33)   国産業に対して「競争」に 堪えうる合理的な 関 

ここで確認しておかねばならないことは ， っ 税率の設定をめざしたにすぎない   

ぎの事柄であ る・それは， F        タウシッバ こう考えてくると「アンダーウッド 関税法」 

が 力説している 34) ように「アンダーウッド 関 
フリー             

は ，いくつかの 点で新機軸を 打出したが，革新 

税法」が「自由貿易」を 日射した関税法ではな 主義 朗 の 諸 他の政策と同様，結局は ，成立しつ 

かったことであ る   っ あ る巨大法人企業に 一定の「規制」を 加えて 
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第 6 表 連邦政府の租税収入 (1870 一 1922 年 ) 単位 100 万ドル 

年 次 総 計 内国税 内国消費税 所得税 * 関 税 

187CW 年 379.4  184.9 194.5(51.3%) 

1880 310 ・ 5  124,0 186.5(60.1) 
1890 372.3  142.6 229.7(61.7) 

1900 528.5  295.3  { 火酒税 )  ( 発酵酒税 )  ( タバコ 税 ) 233.2(44.1) 
1910 602.7  289.9  148.0 60.6 58  .1 21.0  333.7(55.4) 

1911 603.5  322.5  155.3 64.4 67.0 33.5@ 314.5(52.1) 

1912 604.3@ 321.6@ 156.4 63.3 70  .6 28.6  311.3(51.5) 

1913 663.3  344.4  163.9 66.3 76  .8 35.0  318.9(48.1) 

1914 672.3  380.0  159.1 67.1 80  .0 71.4  292.3(43.5) 

1915 625.5  415.7  144.6 79.3 80  .0 80.2  209.8(33.5) 

1916 725.9  512.7  158.7 QQ00.8 000ojl 124.9@ 213.2(29.4) 
1917@ 1.035.4@ 809.4@ 192.1 91.9 103  .2 387.3  226.0(21.8) 

1918@ 3,878.8@ 3,696.0@ 317.6 126.3 156.2 2,852.3  182.8  (4.7) 

1919  4,023.6  3,840.2  365.2 117.8 206.0 2,600.8  183.4  (4.6) 

1920  5,722.6  5,399.1 97.9 47.0 295.8 3,956.9  323.5  (5.7) 

1921  4,887.9  4,579.9 82.6   255.2 3,228.1  308.0  (6.3) 

1922  3,565.7  3,208.2 45.6   270  .8 2,086.9  357.5(10.0) 

*1910 一 1914 年に法人企業に 対して課せられた 物品税と 1917 一 1S 年に課せられた 軍需品生産者 
に 課せられた物品税が 含まれている ， 

( 出所 )  F.W.Taussig, TheTa 才 i/fy  Hisfory  がⅠ he  Unit,dSlZnt"s,.6th  ed.,New  York  l914,p.455, 
及び ， 5% Ⅰ田た 援 A  ら Ⅰ ヶは己 f)/  庇ダ LJ 抑 lfte メ St 磁 ㏄， 1922,Washington  1923,p.563, より作成   

その存立をはかろうとした 政策といえよう   D, 革新主義政権 の社会経済的基盤 

1. 連邦 権 強大化の正当性の 根拠 

4. 財政政策 ここでは特筆すべきは ，すで さて，われわれはこここで 革新主義政権 を支 

に 「アンダーウッド 関税法」を論じた 際に関税 えた社会経済的基盤について 問わねばならない   

しておいたよ う に， 個人所得税の 導入であ それは，建国 期 ， とくにジャクソン 期にあ れほ 
る 36) どまで連邦政府の 行な う 「通商権   限」 37) の拡大 

建国以来の合衆国は 財政収入を基本的には 関 解釈と実行を 阻止し続けた 合衆国市民が ， 1 世 

税 と内国消費税 ( 酒税とタバコ 税が主 ), それに 紀 後になって，その ょう な歴史的行為が 誤りで 

公有地の売却代金に 依存して来た・ 戦時中 ( 例 あ ったかのように ，強大な連邦政府の 政策を受 

えば第 2 対英戦争，メキシコ 戦争，南北戦争 ) には， け 入れるようになったのは ，どうしてかという 

この 他 長期・短期の 公債でこれを 補填した   問題に他ならない 38)   

いまこの大原則が 転換したことの 意味は大き 20 世紀末の今日， われわれは，市民社会の 

ぃ ．第 1 の効果は，第 1 次世界大戦後， この 所 種々の部面に 介入した中央政府が ， ファシズム 

得 税が次第に意味をかえっ っ 戦費調達の大きな 支配下のドイッや 日本，そしてソ 連，東欧諸国 

財源になったことに 現われていた   の社会主義国においてさえ ，あ えなく潰え去っ 

第 2 は，合衆国の 経済発展のパターンの 転換 た 歴史を想起することが 出来る． 20 世紀の世界 

( 「内需」型から「覚需」型発展への 転換 ) を 画 史は ，その意味で ，かって 19 世紀初めに哲学者 

する財政政策の 導入とも い え ようか ・ 

が提出した「国家」と「社会」の 調和的発展は 
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どうすれば可能かという 問いに対して ， 1 つの 

答えを出した 歴史であ ったように思われる． そ 

うした世界史のなかで ，合衆国では ， 19 世紀末 

から 20 世紀初めの「危機の 時代」に，「 富 」の 

所有と「所得」の 稼 得の仕方で根本的変化がみ 

られたにもかかわらず ， 一応、 「国家」 と 「社 

会」の調和的発展を 求めた新しい 企てに成功し 

た数少ない国であ ったよ う に思われ， る ． 

われわれがいまここで 問 う ているのは， 「 法 

人格」を認められた 企業の活動に 対して，その 

「自由権 」と「財産権 」，あ るいは「生命 権 」 

( 企業分割などの 事例を想起されたい ) にさえ，一 

定の「規制」加えることができるほど 強大にな 

つた 連邦政府の権 バ 。 -  力の「正当， . キ，， @ 。 性 ー ト 」の根拠であ 

る 39,   

革新主義政権 の成功は ， 他でもない，次のシ 

ンプルな命題を 合衆国市民に 納得させることに 

成功したことにあ ったように思われる． 「巨大 

法人企業の利益」は「合出国市民の 利益」 
ゴこア @ フ                     

( 一般的福祉 ) で あ り， 「合出 国 の 
                  インタ しス @ 

国民的利益」であ るという命題であ る． 

それは，換言すれば ， 「連邦政府」と「巨大 

法人企業」と「合出国市民」姉者の 利益調和の 

提言であ り，それを達成するための 政策の提出 

に他ならなかった． 

2. 革新主義政権 の直面した 2 つの問題 

革新主義政権 は 2 つの問題に直面していた   

1 つは巨大法人企業の 成立と， それに体な う 労 

働争議の頻発，それに 対する解決策の 探求であ 

り， いま 1 つには， イギリスの海外市場支配を 

脅やかすほどに 成長した帝政ドイッの 経済力と 

の 競争という問題であ った・ こうしたなか ， 

「 反 帝国主義」，「 反 独占」という 合言葉で民出 

の心を捉え始めていた 当時の政治的・ 社会経済 

的状況は，「独占禁止政策」を 論じたとき言及 

したよ う に，合衆国でも 例外ではなかった． 

労働争議は 1890 年から 1905 年までのあ いだに 

件数で 30.532 件，参加数で 717.5 万人にのぼり ， 

20 世紀初め (1901 一 03 年 ) に頂点に達した． と 

くに 20 世紀に入ってからの 争議は，賃金・ 労働 

時間等労働条件の 改善をめぐる 争議に加えて ， 

組合承認をめぐる 争議が増大し 後者が前者に 

拮抗する勢いを 示していたことに 特徴があ っ 

た 40 ，． ピ，ッバ一 グ (Pa. り ・ l 、 けの カーネギー製鋼 

社 ホームステッド 工場でのストライキ れ 892 

年 ), プルマン (1l1. 州 ) の鉄道車輌 社の ストラ 
アマルセ / / テ                                     

イ キ (1894 年 ), 合同鉄鋼労働組合の 行なっ 

て U.S. スティール社でのストライキ (1901 年 )   

インタナショナル・ハーヴェスタ 一社。 ディア 

リング工場でのストライキ け 903 年 ) などが， 

この時期の争議の 主要なものであ る． 

ところで，われわれはこうした 労働争議を考 

える際に， どうしても看過できない 次の事実に 

注目しておかねばならない・それは ，生産技術 

の著しい進展に 比べて，工場内における 生産管 

理の合理化が 若しく遅れていたという 事実であ 
る 4l, 

1890 年以前の合衆国では ，生産管理も 労働慣 

行も，伝統的な 社会的規範にしたがって ，   
職長や熟練労働者に 委ねられていた 4". 例え 

ば，先に挙げたホームステッド 工場は， 1892 年 

のロックアウトで 熟練労働者の 組合 @ 同飲 ま岡 

労働組合 ) が ぺ ンシルヴェニア 州兵の 力 を借り 

て壊滅されるまでは ，「仕事の割当て」，「 Jll 頁番 
- ナ @ " "- 土 @ 

の調整」，「機械の 更新」など，大工場内の 細細 --- 。   
した作業のすべてが ，組合を代表する 世話 焼の 

管理下におかれていた 43,. 労働賃金率の 決定， 

TL 場の機械による 合理化も，最終的には 労働者 

側に大きな決定権 があ った 44,. 言い換えれば ， 

仕事場の管理権 は， 労 動者によって 専有されて 

いたのであ る・ しかも大切なことは ， このよう 
          ュニ テ ィ   

な 慣行を「地域社会」はぐるみで 支援した事実 

であ った・地方の 役人，下級警察官，新聞・ 雑 

誌の編集者，Ⅱ、 店舗の経営者などがみなストラ 

イキ中の労働者を 支援した． 

このような労働慣行は 熟練労働者の 組合で組 

織されたアメリカ 労働総同盟 (Am 。 ， i 。 "n Fed- 

e,"tion ofLanm, AFL, 1886 年創設 ) 傘下の組合 

では，通例のことであ った・ だから，競争上 高 
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度の技術進歩を 要請された産業部門，例えば 鉄 

鋼業や機械工業では ，かかる労働慣行を 温存し 

て来た労働組合の 排除は避けて 通れない課題と 

なったのであ る．企業経営者はクローズドショ 

ップ制からオープンショップ 制への転換を 執 拐 

に 追求したし労働組合は 企業の試みるかかる 

合理化計画から 自分たちの立場を 守ろ う とし 

た 45)   

この時期に頻発した 労働争議は，基本的には ， 

企業の合理的運営にともなって 必然化された エ 

場内の生産管理の ・・・・・・・・ 専有権 をめぐる争議であ った   

3. 革新主義政権 を支えた 3 つの団体とコーポ 

レイト・リベラリズム 

ここで革新主義政権 を支えた 3 つの団体につ 

いて述べておかねばならない・ 全国市民連盟 

(NalionalCiVicFed 。 田 tion:NCF), 全国製造業者 

協会 (N 血 。 na@  Asso 。 iation  of  Man"facturers: 

NAM),  合衆国商工会議所 (United  St"t 。 S 

ChamberSofCommerce)  がこれであ る・ 

これらの団体を 成立させた背景には 共通して 

つぎの問題があ った．それは 革新主義政権 が直 

面した 2 つの問題と同じで ，①「トラスト 問 

題」と労働争議の 解決，②国際的経済競争力の 
強化という問題に 他ならない 46). 
NAM は，小規模な ，大部分は「中西部」の 

製造業者によって 1895 年に結成された 組織であ 

った．元来外国貿易の 拡張を奨励するロビー 活 

動を続けていた 団体であ った・ しかし 1902 年 

にデ イヴッド ・ M . パリ ー (David M. Pa,,y) 

が 会長に就任し 労働組合反対の 立場を明確に 

したことから ，多くの賛同者を 集め，構成企業 
は， 1900 年の約 1,000 企業から 1914 年の 3,500 企 

業に大きく 膨 んだ・活動の 重点がオープンショ 

ップ制の導入にあ ったことはいうまでもな 

い 47). 地方の団体であ る C 面 zens Industrial 

川 lance に支えられて ， NAM は，労働組合に 

加盟しないか ，さもなければ 組合を組織しない 

ことを誓約した 者だけを雇用する 活動を強化し 

たのであ る．その結果として 進展したオープン 

- ン コップ 制 こそ， 20 世紀の合衆国の 労使関係を 

規定する基本自 り 原則となったことをここに 確認 

しておかねばならない． 

NCF は， 1900 年に組織されたもので ， NAM 

とは異なって ， むしろ巨大法人企業の 有力な経 

営 者に指導された 団体であ った・上述した ブ ル 

マン，ストライキの 後，労働問題の 解決をめぐ 

り， 、 ンカゴ の有力な企業および 市民の指導者集 

団が，大会社の 役員，労働組合の 指導者，そし 

て 公共部門 ( 政界 ) の代表者を吸合して 市民連 

盟を組織したのが 結成の緒 口 であ った． そのう 

ち 何度か会合を 開く う ちに全国市民連盟を 結成 

したらという 提案が台頭し 実現した．共和党 

の指導者で， オハイオ州選出上院議員をつとめ 

た 著名な炭鉱経営者 M , A . ハンナ (M 、 ， 。 。 S 

A.H 、 n"") が初代会長となった． 同連盟の特色 

は， 労 ， 使 ， 公 三者の利益の 調和 ( 協調 ) をめ 

ざす超党派的計画の 遂行を目的としたところに 

あ った 48). 
その活動は次ぎのものであ った．①労働争議 

の調停と労使協調のための 諸方策の追求，②企 

業内部での雇用者と 従業員の一体感 ト 種の親 

和的温情主義 ) の意識的創造の 努力，例えば 労 

働 者の日常生活や 余暇活動と会社内の 仕事との 

有機的結合の 試み ， ③これら福祉活動を 推進し 

て，労働組合の 要求して止まなかった 組合の承 

認や団体交渉契約に 代えようとする 努力，④ よ 

り 積極的な立法活動への 参加，例えば 独占禁止 

法の改訂や「連邦取引委員会 法 」の制定，あ る 

いは「労働者補償法」の 州 レヴェルでの 制定の 

面でなされた 努力などであ る。 。 ). 

とくに注目しておかねばならないことは ， こ 

れらの運動の 指導者のあ いだに，巨大法人企業 

の果すべき社会的責任の 自覚が振ったことであ 

った．かれらは 企業システムによって 生み出さ 

れた社会問題や 社会の腐敗にいままでよりもも 

っと幅広い視野から 考察する必要性を 同僚の企 

業 経営者や金融業者に 訴えた・ この NCF の活 

動を支えた考え 方こそ， コーポレイト・リベラ 

リズム，すなわち ， 労 ・ サ ・ 公 三者の利益 調 
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和 ・協調の考え 方であ った 50). 

それは， 19 世紀末のポピュリズム ( その源流 

としてのジャクソニアン・デモクラ シ ) に 伐 る 20 

世紀のアメリカ 人の心を支えた 新しい思想であ 

った， とわれわれは 理解している．すなわち ， 

それは， ポピュリズム ( あ るいはジャク ソニア 

ン・デモクラシⅡ とはちがって ， 成立した巨 

大法人企業は 弾劾したり否定したりするもので 

はなかった． むしろ， その生産力的意義を 評価 

し これに憲法の 保証 ( 保障 ) する「人の法白 9 

地位」とほとんど 同じ権 利を認めるものであ っ 

た・ だが， その代償として「公共の 利益」と 

「一般的福祉」の 観点からその 企業活動に一定 

の 「規制」を加えて ，その巨大な 生産力を国民     
的生産力を構成する ・・・・・・ ， ・・ 重要なファクターとして ・ 再   
編成し そのことによって ， アメリカ資本主義 

の 再建をはかろうとしたのであ る 51). そこで 

は， 巨大法人企業に 対して，次の 社会経済的役 

割 が期待されていた． 1 つは， アメリカ合衆国 

に 対する国際競争力の 保障であ る．いま 1 つは， 
Ⅱ 一 ムステ     

mg 世紀のアメリカ 人の夢であ った自営農地の 取 

得に代 る 新しい生活条件 ( 「所得」と「地位」 ) 

の 保障であ る． 3 代の革新主義政権 の経済政策 

策定の理念は ， それぞれニュアンスの 差はあ っ 

た・ だが，基本的にこの 理念に裏 打ちされたも 

のであ ったと考えてよかろう． 

合衆国商工会議所は 新設の商務省の 肝煎りで 

¥Q¥2 年に設置された 実業者の全国組織であ った． 

地方にはそれまでにも 商工会議所 ( 。 h"mb 。 ， S 

。 f commerce), 商工委員会 (boards of trad 。 ), 

商工クラブ ( 。 。 rnm 。 ㎡ "1 。 I"b,) があ り，地方案 

業 家の利益の調和や 情報の交換の 場として機能 

していた． だが，全国組織はまだなく ，全国的 

なビジネスの 動きやビジネスマンの 利益や意見 

を集約し発表する 機関がなかった．合衆国商工 

会議所はこうした 不備を是正する 必要から設立 

されたものであ った． その主要な仕事は 海外の 

市場情報を正確に 収集し国内の 企業に提供す 

ること，同時に 国内の企業情報を 収集し政策 

に反映することにあ った． タフト政権 下で商務 

長官をつとめたチャールス・ナ 一ゲル (Ch",les 

Nag 目 ) がこの問題で 大きな役割を 果した 52). 

4. 革新主義 期に 未解決なまま 残された諸問題 

: 新移民の増加，黒人労働者の「北部」への 移 

動 と人種的に階層序列をなした 労働市場の形成 

さて， われわれはここで ，次の問題に 注目し 

ておかねばならない． それは革新主義 期 にやり 

残された問題群の 存在であ る． そのなかで極め 

て 大切なのが， この時期の合衆国への 移民の激 

増と， それに関わる 問題であ った， 

1901 年の合衆国の 総人口は約 7.758 万 4.000 人， 

これに対して 同年の移民総計は 約 48 万 7,900 人． 

1,000 人に 6 人強の者が新しく 合衆国に居住し 

たことになる・ 最も移民の多かった 1907 年につ 

いて見ると，その 割合は 1.000 人に 15 人となり， 

驚くべき数字だったといってよい． しかも大切 

なことは， 東欧・南欧からの 移民 ( 新移民と呼 

ばれた ) の 危 、 増であ る ( 第 7 表 ). オーストリア 

ニハンガリー 帝国， ロシア・バルティック 諸国， 

イタリアからの 移民の，移民総数に 占める比率 

を見ると， 1901 年には 68.1%, 1907 年には 

CQ.70/, 第 1 次大戦直前の 1913 年で 67.7% とな 

っている． 

問題はこのことの 結果であ る・第 1 は，信教 

も慣習も言語も 異なったスラブ 人 ， イタリア 人 ， 

ギリシャ 人 ，ユダ ア 人が，急速に 合衆国に人国 

したということから 生じたエスニックな 問題の 

発生と，これに 対する対応措置であ る 53). 多 

くの土着のアメリカ 人にとって ， 彼らの流入は 

建国以来のアメリカ 文化 ( 生活様式 ) に対する 

脅威と言 持哉 されたことから ，移民のアメリカ 化 

( アメリカへの 適応 ) が 第 1 の課題となった．英 

語教育の実践と 普及， アメリカの文化・ 法律の 

習得や適合が 緊急事となった 54). 
第 2 は移民の労働市場に 及ぼした影響であ 

る 55). これについては 大塚秀之のすぐれた 研 

究があ る．言語 か 慣習も信仰も 異なるこれらの 

移民は，黒人労働者， メキシコ 人 労働者，それ 

に英語を話す 土着の労働者のあ い だに形成され 
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第 7 表 主要国別にみた 合衆国への移民 (1891 一 1920 年 ) 単位 1000 人 

年次 

1891 年 

95 

1900 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

1910 

11 

12 

13 

14 

15 

1920 

    ヨ 一 ロ       /C   アジア 

糸 奇言 十 

560.3 

258.5 

448.6 

487.9 

648.7 

857.0 

812.9 

1,026.5 

1,100 ． 7 

1,285.3 

782.9 

751.8 

1,041.6 

878.6 

838.2 

1 ,197.9 

1,218.5 

326.7 

430.0 

  
ノ J Ⅱ 言十 グレイト・ ブリテン 

546.0  66.6 

250.3  28.8 

424  .7  12.5 

469.2  15.0 

619.1  16.9 

814.5  33.6 

767.9  51.4 

974.3  84.2 

1,018.4  67.2 

1,199.6  79.0 

691.9  62.8 

654  .9  46.8 

726.3  68.9 

764.8  76.4 

718.9  57.1 

1,055.9  60.3 

1,058.4  48.7 

197.9  27.2 

246.3  38.5 
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18.5 

21.7 

28.3 

40.1 

46.4 

40.6 

37.6 

37.8 

32.3 

25.5 

31.3 

32.1 

27.8 

34.3 

35.7 

12.1 

1.0 

114.8 

113.4 

172.0 

206.0 

177.6 

275.7 

265. Ⅰ 

338.5 

168.5 

170 ・ 2 

258.7 

159.6 

178.9 

254.6 

278.1 

90  .8 

85.3 

107.3 

136.1 

145.1 

184  .9 

215.7 

259.0 

156.7 

120.5 

186.8 

158.7 

162.4 

291.0 

255.7 

100 ・ 1 

136.0 

178.4 

230 ・ 6 

193.3 

221.5 

273.1 

285.7 

128.5 

183.2 

215.5 

182.9 

157.0 

265.5 

283.7 
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12.6 

5.3 

14.3 

20.0 

14.2 

10.3 

13.8 

30.2 

15.8 

3.1 

2.7 

4.5 

6.1 

8.3 

8.9 

8.6 

9.4 

( 出所 )  H 血 o Ⅰ nfc 援 S 超旛 ticsf>/  妨そひ れ れ材椀祝餓 1975,pp. 105, 107,  より作成   

た 以下にみる階層序列のなかに 嵌めこまれたの たのは， このうち，最上層部に 位置した土着の 

であ った   アメリカ人労働者， とくに「労働貴族」の 名が 

20 世紀初め， アメリカの労働市場は 次の特徴 最もふさわしい 労働組合の指導者であ ったこと 

をもつものとなっていた．移民の 流人が減少し に 注意されたい   

た 第 1 次大戦から始まった 黒人労働者の「 北 

部 」工業地帯 ( とくにシカゴを 中心とした工業地 E. 第 1 次 世界大戦のアメリカ 経済への 形哲と 

帯の鉄鋼業や 食品加工業 ) への進出，かれらの 北 1920 年代の「繁栄」 (1) 一一法人資本主義の 

上 後に，綿花や 果実の生産労働者としてテキサ 成立一一 

ス州 およびカリフォルニア 州など「南西部」 諸 1. 第 1 次世界大戦と 連邦政府の対応 

州 に流入して来たメキシコ 人 移動労働者     第 1 次 世界大戦 (1914 年 7 月Ⅱ 8 年 11 月 ) のア 

労働市場の底辺を 支えたこれら 黒人・メキシコ メリカ経済に 及ぼした影響については ，大きく 

人 労働者層の上層に 新しくヨーロッパから 移住 2 つの局面から 考えられねばならない． 1 つは 

して来た移民労働者が 嵌め込まれて ，その上層 戦争の連邦政府の 経済活動に及ぼした 影響であ 

部 に英語を話す 土着の労働者が 階層をなして 存   る ・ い ま 1 っは ，民間経済に 及ぼした影響であ 

在するといっ ，人種的に重層化された 労働者増 る 56)   
層 編成がこれであ る． 労 ・ 使 ・公の利益協調の 合衆国が参戦したのは 1917 年であ ったから， 

思想 ( コーポレ イト ・リベラリズム ) に同化され 戦争の影響はまず 民間の経済活動 ( 金融・資本 
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市場，貿易，農業および 工業生産など ) から始ま 

り，次いで連邦政府の 経済活動に及んだ・だが ， 

ここでは叙述の 都合上，連邦政府の 経済活動へ 

の影響から述べてゆくことにしたい． 

まず， 1917 年春 6 名の閣僚から 構成された 国 

附会議 (CouncilofNational Defence) が設置さ 

れたことに注目しておかねばならない． 同会議 

は 7 名の専門家 ( 運輸，金融，工業，商業，労働， 

医 - 療な Ⅰ からなる諮問委員会 (AdViso,y 

c 。 mmi,,i 。 n) の 支援を得て，産業動員，運輸の 

円滑化，食糧・ 燃料の供給，労働問題の 調整等， 

戦争遂行上ぜひ 必要とされる 事項を検討するこ 

とを仕事とした． そして，専門性に 応じた次の 

機関が相次いで 設立された． 

第 1  は食糧管理局 (Nati 。 n 、 l  F 。 。 d 

AnminisllTation)  と 燃 料管 理 局 (Fuel 

Anmini, 、 血 ion)  が設立された 5"  .  これは食糧 

と燃料の安定した 供給と価格の 維持が目的であ 

つ 六 @ @-   

第 2 は戦時産業本部 (War Ind ㎎ t,;"l Bo 、 ， d     

1917 年 7 月 ) の設置であ る，． 58) これは国防会議 

の下部組織の 1  つであ る一般軍需物資 局 

(G 。 n 。 ， "l Munitions Bo 、 ， d)  を改組して設立され 

たものであ ったが， 1918 年国防会議から 独立し 

て大きな権 限を賦与された．戦時中の 生産の調 

整とボトルネックの 阻止などの問題を 処理した   

同本部の役割は ，一般的にいえば 産業活動の調 

整 であ り，民間向け 生産の削減，浪費と 反覆の 

除去など戦時生産を 可能なかぎり 効率的にする 

ことにあ った．大切なことは ， 産業界自体が 企 

画や実施に協力したことであ る． 同本部の幹部 

の大半が実業界の 出身者であ ったこと， しかも 

報酬の大半を 元所属企業から 受けとったことは ， 

特筆されてよ い ． 

第 3 は， 全国戦時労働委員会 (N" 、 i 。 n"lW 、 ， 

L"borBo",d : l918 年 4 月 ) の設立であ る．労働 

者に団体交渉権 を保証し最低賃金と 最長労働 

時間を決定した 上 ，組合活動をしている 労働者 

の解雇を禁止した 59). その他，労働組合では 

ない，むしろこれと 対立する性格 ク ) 労働組織， 

すなわち工場委員会 (,h 。 p 。 om ㎞ tti 。 。 ， ， wo,kS 

。 。 un 。 il,) に対して発展の 機会を作った 60). 

第 4 は， 鉄道管理局 (U.S. R 、 i1, 。 、 d Ad ㎡ ni ㌻ 

lralinn  : l9,17 年 m1 月 26 日 )  の設置であ る   

戦争開始とともに 多くの鉄道会社は 輸送量の 

急増に直面した．そこで 各社はこれに 対応する 

ため， 1917 年 4 月， 自発的に戦時委員会 

(Rail, 。 "d,, WarB 。 ",d) を結成して，全鉄道会 

社が従 う べき統一的な 経営政策を策定し 実行し 

た ・ この委員会は 大きな役割した．が ，それで 

もボトルネックの 解決に堪えられなくなった． 

そこで設置されたのが 鉄道管理局であ った． 

同管理局は合衆国の 鉄道に対する 事実上の完 

全統制を行なった 61). これまで行なわれてい 
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 与えた 62). 財務長官 W. G . マッカードゥー 

が管理局長を 併任 し 鉄道会社の取締役のなか 
スク     

から職員が任用された． トラック，バス ，航空 

機 輸送が不十分であ ったなかで， 同管理局はボ 

トルネック解消に 大きく寄与した． 

第 5 は船舶委員会の 創設であ る． これは， 

1916 年に創設されたものでドイツの 潜水艦攻撃 

から商船の安全性を 保障するためのものであ っ 

た．参戦とともに 同委員会のもとに 緊急艦船公 

社 (EmergencyFleetCorporation) が創設された   

同公社は艦船の 購入，建設，徴用などを 可能な 

かぎり円滑に 促進する権 限を与えられた 63). 
つぎに注目しておかねばならないことは ，戦 

費調達の方法とそれが 経済活動に及ぼした 影響 

であ る． 

第 8 表から明らかになることは ，参戦後の合 

衆 国公債 ( 以下国債と記す ) 発行残高の急増， 

個人所得税 6 目および企業に 対する超過利潤 

ず
続
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そ
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債
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国
が
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，
 
「
 
別
 

 
 

却
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けられ， 1917 年 4 月から 1918 年 9 月までのあ い 

だに前後 4 回， 計 170 億ドルの自由公債 
(Liberty Lo 、 n,) が発行された． また，戦争終 

結直後，戦勝公債 (Wc 、 o,yLoans) が発行され 
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第 9 表 債務国から債権 国への転換 ( 単位 10 億 ド ) Ⅱ 

  合衆国の海外投資   外国の台 衆 同への投資 

" " Ⅰ な 民 間 投 資 政 外 長期投資   長期投資   
直接 そ 

貸 間 
の   額額 役 資 也人 

(6 1914 月 30 年 口 ) 5 0 3 5 3 5 白 ワ 77l 0 8 
1 .5  7.2  6.7  1.3  5.4 

1919 9.7  7.0  6.5  3.9  2.6  0.5  2.7  3.3  2.5  0.9  1.6 

1924 15.1  10.9  10.0  5.4  4.6  0.8  4.2  3.9  2.9  1.0  1.9 
  

1927 17.9  13.3  12.5  6.6  5.9  1.3  4.1  6.6  3.7  -   

1930 21.5@ 17.2@ 15.2@ 8.0@ 7.2@ 2.0@ 4.3@ 8.4@ 5.7@ 1.4@ 4.3 

@ 典 @  H ㎞ o,-, 。 援 Stdtist/ 。 ざ fI ダ肋ピし ，，，， z,d  鰯碑の ， Wash@ngton  1975,pp.869,  から作成   

第 10 表 合衆国への貨幣用金の 流人 (% 。 100 万ドル )" 

短期投資 

糸紋 @ 二 ト一 f.f % 
Ⅰ 丑 

額 、 人 

0  ・ 5  一 

0  ・ 8  一 

1.0  一 

2.9  一 

2.7  一 

流 出 人 原 因 

年 次 流人 額 ィポオ 「 ヴ襄高 

貿 易 貿易 外 長 資本移動資本移動 期短 期 
ゲ尭 "" 

  

19W4--7  月 十 1,044  十り・ 808  一 1.748  一 11.205 +132@ +2.057@ 1,526**** 
一 1918 年 12 月 

1919 一 164  十九， 166  一 2,668 一 384 む む む 一 1,278  2,707 

20 一 50  千 2.976 一 289 一 832 
*@ *@ * 

一 1.905  2.639 

21 十 686  千 Ⅰ， 965 一 371 一 592 
*@ *@ * 

一 316  3.373 

22 +235 +711 一 69 一 815 
*@ *@ * +408@ 3.642 

23 +295 +373 +175 一 4- 。 一 33 一 175  3.957 

24 +216@ +1,017 一 42 一 700 +119 一 178  4  , 乙 2 

2 「 D 一 102 +718 一 9 一 570 一 106 一 135  4.112 

26 +72 +401 +53 一 726 +419 一 75  4,205 

27 一 154 +701 十 20  一 1,037 +585 一 423  4,092 

28 一 272  千 1,056 一 29 一 847 一 348 一 104  3.854 

29 +120 +861 一 75 一 278 一 4 一 384  3.997 

30 +278 +793 一 -8 。 一 298 一 479 +320@ 4,306 

十は流人． 一は 流出を示す   

*  金 価格は 1 オンスの純金が 820.67 と計算されている   
""  誤差・脱漏   

*@ *@ * 利用できる資料なし   
*@ *@ *@ * 1914 年の保有残高． なお， 1915 年は 2,025 百万ドル・ 1916 ヰ - は 2.556 面 万 ドル， 1917 ヰ，は 2,868 

百 -G  ドル， l9T8 年は 2,707 百万ドル   

( 出典 )  B ひ 用を i/@ どひれメ Mo/1 ピ亡 ひ た vS%f/sf/c ざ ，ノウⅠイ一Ⅰ   9%i,WaShington  1943,pp.536,  538   
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第 11 表 合衆国の貿易構造の 変化 ( 単位億ドル ) 

  輸 出   輸 入 

年次   工 業 
完成品 

1914 年 23.3 8  .0  1.4  2.9  3.7 7.3 18.4 6.5  2.5  2.3  3.2 4.5 

1917 61.7 8.3  5.1  8.1  13.2  27.1 29.5  12.9  3.9  3.5  5.4 3.9 

1920 80.8  18.8  9.2  11.2  9.6  32.1 52.8  17.8  5.8  12.4  8.0 8.8 

1925 48.2  14.2  3.2  5.7  6.7  18.4 42.2@ 17.5@ 5.0@ 4.3@ 7.2 7.7 

1929 51.6  11.4  2.7  4.8  7.3  25.3 44.0  15.6  5.4  4.2  8.9 9.9 

( 出所 ) H 魂 OricalStatistio; が theUnitedStates, 1975,p.889, から・ 

第 12 表 主要抽出品別にみた 貿易構造の変化 ( 単位億ドル )   機械 

1914 23.3  6.1  0.5  0.9  1.4 O.5 O.7 O.4 O  .6 l.6 0  ・ 9  Ⅰ ， 7 

19 Ⅰ 7 61.7  5.8  0.5  2.5  3.9 1.6 2.8 I.2 1.2 2.8 6.5  3.6 

1920 80.8  11.4  2.5  6.0  8.2 4  .O 2.8 3.O 3.6 5.9 5.0  5.9 
1925 48.2@ 10.6@ 1.5@ 1.5@ 2.3 l .5 Ⅰ・ 3 3.2 Ⅰ・ l 4.7 1 .4  3.7 

Ⅰ 929 51.6@ 7.7@ 1.5@ 1.1 l.9 l.4 O.8 5.4 Ⅰ・ 1 5.6 2.0  6.0 
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年次輸出総額 一 茶 砂糖生ゴム生糸羊毛 鉄鋼 製品 綿 製品 銅及び 石油及び 
銅製品「 石油製品 

1914 年 18.4 1.1  0.2  0.7  0.7  1.0  0.5  0.3  0.3  0.7 O.6 O.2 

1917 29.5 1.2@ 0.3@ 2.2@ 2.3@ 1.8@ 1.7@ 0.2@ 0.3@ 0.6 l .4 O.2 

1920 52.8 2.5  0.2  11.2  2.4  2.9  1.3  0.6  0.5  1.4 0 ・ 9 0  ・ 7 

1925 42.2 2.9@ 0.3@ 2.5@ 4.3@ 4.9@ 1.4@ 0.7@ (NA)@ 0.8 0 ・ 8 1.1 

1929 44.0 3.0@ 0.3@ 2.1@ 2.4@ 4.3@ 0.9@ 0.9@ (NA)@ 0.7 1 .5 Ⅰ ， 「 D 

( 出所 )  H ㎞ n わ ㏄ 7% ば tz   打た @s7  所 ヒひ ntte メ ⑧ 佐 eJ,Washin 酊 on  1975,pp.g00 一 01,  から 

して証券投資に よ りながら，鉄道の 建設，鉄道 

会社の再組織， さらには製造企業の 再組織など 

に資金を提供して 来たイギリスが ，戦争開始と 

ともに資金の 回収を急いだこと ， にもかかわら 

ず ②合衆国は，政府・ 民間とも対外投融資を 増 

加させたことにあ る．対外投融資の 主要なもの 

は，協商 回 に対する借款であ った ( 後述 ), 

合衆国は，他方， この時期，貿易収支の 黒字 

幅を大きく増大させた 73). とくに 1915 年から 

10 億ドル台にのせ ，参戦 期 には 30 億ドル台，戦 

後 1919 年には 45 億と増大した．食糧に 対する 需 

要を含め ， ョ 一ロ ，パの 軍需増大にテコ 入れさ 

れたものであ った 74). 対 協商国への支援 ( 融 

資 ) に裏 づけられて，合衆国からの 物資の輸出 
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が 促進され， これがこの時期の 大幅な貿易収支 

の黒字となってはねかえって 来た構造的特徴が 

浮彫りされるであ ろう． このことは，第 10 表に 

示されるように ，合衆国への 貨幣用金の流入と 

金 保有額の増大となって 現れた． 

3. 貿易構造の変化 

第 1 次世界大戦から 1920 代までの貿易構造の 

変化については ，第 11 ～ 13 表から次の点を 確認 

しておかねばならない． 

第 1 は，合衆国がいまや 工業製品を輸出して ， 

工業原料 ( 生ゴム，生糸など ) および食品 ( とく 

にコーヒ。 茶 ，砂糖 ) を輸入する「先進国型」 貿 

易 構造への決定的な 転換をなし遂げたこと ， こ 

れであ る． とくに工業製品 中 自動車 ( 部 R, エ 

ンジンを含む ) と機械の輸出が 急増している 事 

実に注目されたい ，生ゴムの輸入増大は ， 自動 

車産業の勃興や 生産増大に緊密にかかわって い 

た ( 後述 ). 

第 2 は， 19 世紀のアメリカ 資本主義の発展を 

支えた農産物 ( 綿花，穀物，殻粉，食 め ) の輸出 

が， その歴史的意味を 転換させたこと ， これで 

あ る．合衆国は 19 世紀を通じて ， 「開発」あ る 

いは「経済的自立」のために 外資の導入を 不可 

欠にして来た ， 農産物の輸出 ( そして， その際   
振り出されたロンドン 宛 英貨 建 輸出手形 ( 合衆国に 

とっての貴重な 対外債権 )) はこの「覚資」導入 

な 行なう際の大切な 担保の役割を 果して来たと 

いってよい． だが，農産物の 輸出は ，い まこの 

役割から降り ，世界の食糧不足あ るいは原料不 
ラ ス           ノー   

足 るヵ バ ー する「最後の 拠り 処 」 としての役割 

を 担 う よ う になった． 

われわれは，先に ， 19 世紀末アメリカ 農業を 

襲った「農業恐慌」 ( 農産物の過剰生産と 価格の 

急落 ) が，鉄道会社の 不公正な経営戦略や 巨大 

法人企業の成立に 反対した，ポピュリズム 発生 

の 原因であ ったことについて 論じておいた． だ 

が，皮肉なことに ，かれらの要求が 入れられな 

かったにもかかわらず ，世界的に景気が 上向き 

に転じたこともあ って，低迷していた 卸売物価 

も 全般的に上昇に 転じ， 20 世紀初めから 第 1 次 

世界大戦期を 通じて，アメリカ 農業には「黄金 

時代」が現出した 7 目．これとともにポピュリ 

ストを支えていた 経済理論は完全に 否定され， 

歴史の表舞台から 消えた． 農民たちは，新しく 

設定された「革新主義」の 政策体系のもとで ， 

自分たちの新しい 道を探さねばならなくなった   

その 1 つの道が， 第 1 次 世界大戦 期 に偶然開か 

れた「世界の 食糧・原料の 備蓄 庫 」としての道 

であ ったといえよう． 

第 1 次世界大戦 期 にみられた穀物・ 殻粉，加 

工食品の輸出の 急増は， アメリカ農業をその 方 

向に転換させるきっかけとなった． だが， その 

結果は悲惨であ った． アメリカ農業は 世界の景 

気にふり回され ，好景気と不況を 繰り返す運命 

のもとにおかれることとなった． アメリカ農業 

は，その後，連邦政府の 保護政策がないかぎり   

自立的に発展する 道を閉ざされてしまったので 

あ る． アメリカ農業に 対する連邦政府の 保護と 

いっ ， mg 世紀のアメリカ 経済史ではとても 考え 

られもしなかった 政策が，その 後 20 世紀を通じ 

て定着することとなった 76), 

4. 産業構造の変化 

産業構造の変化 77) については， つ ぎの点が 

確認されねばならない． 

第 1 は， 14 歳以上の就業者総数に 占める非農 

業 就業者数が， 1920 年代に 70% を超えたこと ， 

しかも 1920 年についてみれば ，非農業就業者中 

製造業従事者が 27.2% と圧倒的に多く ， 次いで 

商業部門 ( 卸売，Ⅱ、 売 ) が 13.9% になったこと 

であ る． 

合衆国では 1870 年にすでに非農業就業者が 過 

半数を超えていた． それが 1914 年に 2.5.W0 万人 

で 69.7%, 1917 年には 2,740 万人で 71.7%, 

1920 年には 2,880 万人で 73.5%, 1925 年には 

3.310 万人で 77.5%, 1929 年には 3,570 万人で 

76.8% と 80% 近い上ヒ率に 増大した． 

合衆国の産業構造が 圧倒的に非農業， しかも 

工業国の性格を 帯びるようになったことが 明ら 
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甲状 

1899 年 

1904 

Ⅰ 909 

Ⅰ 9l4 

l9 Ⅰ 19 

1929 

第 14 表 製造業における 部門別投下貫末額推移 (1899 一 1929% 
@ ド ・Ⅰ 、 Ⅱ 100 ノ @Jr 、   @ レ 

  

投資総額 輸送機 @ 動車 ) 

8,168 173  ㈱ 6) 

11,588 169  は 9) 

16,937 390  Ⅱ 84) 

20,784 685  @26) 

%  .3%  @  吃 ． 0%  ) 

40,289  0Of?6  Ⅱ． 8l6@ 

59,072  3 ツ 64  は 575) 

ぽ 5  %  @  Ⅰ． 4%  ) 

食品 繊維 

].576  l.366 

(19.3%)@ (16.7%) 

2.23@  1.783 

2.g3@  2.550 

3 .bbo  /;/;0  t)  6.ool 001 

(13.9% 6 ・ 272@ 6,205 

8.881  7.687 

(13.0%) 

吃革 ・ 
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コム 油製 ヒ， Ⅰ ・ @ ， イー } 甘 l ， 
78@ 218 4"" り 7 Ⅱ g り @ 

ほ ． 6%, 

99@ 354 634 ㍑ 6 

102@ 523 911 l89 

268@ 689@ 1,280 326 

  ・ 6 よ笏 

960@ 1,195@ 2,594             

1.088@ 2,060@ 3.942@ 5,745 

(l ， S%)   

      

                                                                                                                          (Hz; 機械 輪 @f. 鋤 

336 810  360 

  
554@ 1,544@ 455 

860  2,411  705 

990@ 2.836@ 827 

(13.6%) 

1.267@ 5,671@ 1,484 

2,351@ 6.226@ 2.194 

  

  

  

924 

(1l.3%  ) 

l.309 

1.860 

2. ㏄ l 

ⅡⅠ よ %  ) 

4.700 

1.833 

(9.9%  J 

( ) 内付今上 ヒは 当該 郎 門の投資額の 製造東部門全体に 対する制令， 

Ⅲ ;@ サ 「 ) Histor.lr 。 !1 位は tl 、 f,c, イナ 方ダ ひ田㎡ 鮨佐ハ ， Washlneto,n 1975,p 684, から   

かであ ろう 78). 産業であ る電機産業では 21.0%, 化学工業では 

第 2 は，製造業部門についてみる ( 第 14 表 ) 24.2%, ゴム工業では 22.8%, 石油精製業では 

と ， 1899 年には投下資本総額は 81 億 7,000 万 ド 17.8%, 加工食品工業では 18.3% と平均値を大 

ル ・ うち加工食品， (19.3%),  繊維 (16.7%), 幅 に上回っている 80). これに対して 繊維工業 

機械 (11.3%),  鉄鋼 (10 ・ 7%  ,  化学 (5.6 刻 では僅か 5.4% に過ぎない． この違いは巨大法 

の順となっていたが ， 1929 年には投下資本総額 人企業の成立いかん ，従って本社機構の 整備 い 

そのものが 591 億ドルと 7 倍強も急増している かんと密接に 関係していたと 考えてよい・ 

なか， 構成比も変化しており ， 加工食品 第 4 は， アメリカ製造企業における 従業員の 

(15.0%), 繊維 (13.0%), 鉄鋼 (10.5%), 機械 2 階層 ( ホワイト・カラーとブルーカラりへの 

(9.9%), 石油精製 (9.7%), 化学 (6.7%), 輸 分化に伴って 生じた，支払額の 面で現われた 階 

送機 (5.5%, う ち自動車 4.4%) となっている   層 分化であ る． ここで，俸給支払総額が ，全裂 

ここで注目しておきたいことは ，国際競争力の 造業についてみた 場合，平均して 23% 強を占め 

低下が議論される 今日のアメリカ 産業のなかで ， よ る うになっていることに 注目されたい． その 

揺 がない底力を 示している化学 (15 薬 刃口を含㈲ ， 上で 1919 年の数字を見ると ，電機産業では 

自動車，電機縁電を 除く ) 79) が，この時期に 28.2%, 加工食品 業で 27.0%, 化学工業で 

急 成長してアメリカ 産業の顔として 台頭してい 38.4%, ゴム産業で 30.5% を占めていたことに 

る 事実であ る   瞠目しておかねばならない 81)   

第 3 は，アメリカ 製造業における 従業員総数 本社勤務の者，研究開発伝 &D) に従事す 

に 占めるい ) 非生産従業員 (non.p, 。 auction  るものが相対的に 高給を支払われていたという 

employee)  と ， (b) 生産労働者 (production ことであ る，経営者 ( 管理者 ) の時代が定着し 

wo,k 。 ， ) 0 割合の，部門別相違であ る． ていた事実を 意識を留めておかねばならない． 

全般的にみると ， 第 1 次 大戦勃発期から 1929  社会学的に見れば「新中間層」の 形成という 事 

年 までのあ いだに，非生産従業員 ( ホワイト・ 実であ る． 

ヵラ りの占める割合は 13% 強で推移している 

が ， 1919 年についてみると ，この時期の 代表的 
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5. ビジネ 、 ス ・システムの 変化 ( 次号 ) 

F. 第 1 次世界大戦のアメリカ 経済への 影番と 

1920 年代の「 笘栄 」 (2)    金融構造の変化 

と 1929 年恐慌 ( 次号 ) 

7
 
玉
 

1) ヘン・ J 一 ・フォードによる「 干 多動，大組立，工場」 

の成功については ，多くの研究があ るが，差し 
当り，近年の 研究・ R  ay  Batchelo,, H 臼ウん 「 法 

Mass  Produc.fion,  Moderni,m  and  D の if;n, Man- 
chesler  U.P., Manchester  l994, pp. 39 円 3.  を 参 

甘 ""   
2)@ Adolf@ Berle@ and@ Gardiner@ Means ， The@ Modern 

C" ゆ wrafionandprrinv,a6e Property,, 1932, rep. ed., 

New York l963 ( 北島忠男 訳 、 F 近代株式会社と 

私有財産』，文雅章， 1958 年 コ ． 
3) ここで本論文の 題目にかかわる「法人資本主義」 

について， 暫定的につぎのような 定義を与えて 

おく・ これは， corporatecapilaliSm という概念 
に対して 柄 井が与えた日本語訳であ る． 20 世紀 

初めに編成替えされたアメリカ 資本主義に対し 

ては， その性格をめぐって 合衆国でも多くの 議 

論があ り，旧くは「金融資本主義」 (N . S . B . 

グラース ). 「独占資本」 ( ポール・スウィー 

- ジ ㍉，近年では「経営者資本主義」 fA . D . チ 

サンドラⅠ。 という概念が   与えられ，論争が 続 

いて来た・ こうしたなかで 新たに く corprate 

capitalLsm ノ なる概念で捉えようとする 議論が 
マーティン・ J . スクラ一などによって 提出され 

ている． 
本論文で使用されている 「法人資本主義」は ， 

このスクラ一などの 研究を受けて 柄井が独自に ， 

提出した概俳であ る． 第 1 は， 19 世紀のアメリ 
カ資本主義と 決定的に異なる 20 世紀のアメリカ 

資本主義の特徴を 言 い現 わすために用いられた 
概念であ る． 第 2 は・ これを生み出した 条件と 

して，次の事実が 想起されている‥① 19 世紀 ア 
メリカ資本主義の 発展を支えて 来た独立自営農 

民居が再生産の 経済的基盤 ( フロンティア ) を 
失い， 巨大法人企業がこれに 伐 ってアメリカ 資 

本主義の発展を 担うようになった 事実． そして， 

②アメリカ民衆に 新しい経済的生活条件 ( 地位 

と所得 ) を提供する重要な 役割を担うようにな 
った 事実， がこれであ る   第 3 は． その特徴で 
あ る． 20 世紀初めの政治   経済的諸改革 ( とく 

に 独占禁止政策 ) で，成立した ピ，バ 巨大企業が弾劾 ・ビジ 不， 
されず， 「人の法的地位」とほとんど 同等の権 利 
をもつものとして 社会的に認知されたこと． そ 

ゼネラル                                       インクレスト 

の代り， 「公共の福祉」 と「公共の利益」 
を 侵害しないよう 厳格な「規制」下におかれた 
こと・言 い かえれば，巨大法人企業の 圧倒的に 

優位な生産力が 認められ・ それが， 私的に利用 

されず公的に 活用される よう に歯止めがおかれ 

たことであ る． そのことによって ，「巨大法人企 

業の利益」が「アメリ ヵ 合衆国市民の 利益」で 
十 ・ ンゴナ l     インクレスト 

あ り， 「 ァメリヵ 合衆国の国民的利益」であ 
るという， 三者共存の利害調和の 関係が展望 さ 
れるに至ったことを 指摘しておかねばならない   

--- 言でいえば・ 「法人資本主義」とは ， ぽ大法 

大 企業の生産力を 基礎に， 連邦政府と巨大企業 
と 民衆の利益を 同 d 方向に向けようと 再編成さ 

れた資本主義といってよかろう． ニューディー 

ル 期に完成された 20 世紀アメリカの 社会経済的 

枠組み ( ①政府と巨大企業との 調和と協力，② 
労働立法にみられる 労使協調の展望，③社会保 
障 制度の整備に よ る「弱者」の 救済・④農業政 
策 ) は ， この理念のもとで 成立した． 20 世紀の 

合衆国を他国に 上 ヒ して圧倒的に 優位な生産力を 

保持させ， 「繁栄」に導き ，民主制度を 維持させ   
えたのは，他でもなく・この 再編成された 国民 
的な生産力体系であ った． この体系が， 多国籍 
企業の全面的展開のなかで 崩れ， 諸利害の調和 

の 仕組みが，現実的にも 理念的にも解体した 時 ， 

筆者はその「変質」をみる   

4) 産業部門別にみた 産出高比率 ( 百分比 ) は以下 

の 通り   

年次 農業 工業 製造業 建設業 

1839 72 1 17 10 

49 60 l 30 10 

59 56   32 11 

69 53 2 33 12 

79 49 3 37 11 

89 37 4 48 11 

99 33 5 53 9 

( 出所 )  Robert  E.  Gallman,  "Commodity  Output, 
183 ㌻ 1899",  in:  Willam  Parker  (ed.), 
T 「， " お ㎞Ⅰ ん e  Am,ri 。 は " Eco 互 lom ノ肋妨 。 

JgfhCe,ntu り ， New  York  I960 ， p.26,  より・ 

5)  差し当り，谷口明文『アメリカ 初期トラストの 
研究』，大阪経済大学経営研究所， 1984 年商 見 
泊人 ・溝田誠吾・ 谷口明文・宮崎信二『アメリ 
カ・ビッバビジネス 成立 朋 ，東洋経済新報社， 
1986 年を参照． 

6) この団体は，「中西部」と「南部」を 中心に発達 
した農民同盟，元来，農民同士の 親睦や互助， 
自主的な学習を 目的に発足したが ， 農業不況の 

深まりから統合を 重ね，飛躍的に 発展した・協 
同出荷，協同購入のような 協同的事業を 期待し 
反 独占の運動を 展開するとともに・ 連邦政府に 
よ る通貨の国家管理を 要求した．小沢健二『 ァ 
メリヵ 農業の形成と 農民運動   19 世紀後半の 

中西部を中心として 一一 ], 日本経済評論社， 

1990 缶岡田泰男「アメリカ 中西部の農民運動」， 
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下 社会経済史学 ], XLVI/5, 1981 年． 

7) 農民の団体， ファーマーズ・アライアンスを 母 

胎に発展した 共和・民主両党に 対立する第三党 
化の運動． カンザス ， ネブラスカなど 大平原諸 

州から起こり ， 全国に拡がった． 1892 年 2 月， 

セントルイスでポピュリスト 党 ( 人民党 ) を 結 

成 ．連邦政府による 通貨発行と管理，農民金融 
公庫，銀貨の 無制限鋳造，運輸・ 通信手段の国 
有化，国営化などを 要求した． 1896 年の大統領 

選挙で，かれらと 対立する共和党マッキンリー 
が当選したこと ， 1897 年以降景気が 急速に回復 

したことなどで ， 急速に衰退した． John D. 

Hicks, The  月 ， OPuiist  RgUort,  MinneapoIis  1931; 
O. Gene  Clanton, Kd 硲 aJ  月 o 戸ぴ 仏体 Lawrence 

1969 汰塚 秀之「南部ポピュリズム」，鈴木圭介 

編『アメリカ 独占資本主義 ],  弘文学， 1980 年， 
所収， を参照． 

地域別にみた 小作 庄 の封内 

Census@Region 1880 年 1930 年 1950 年 

New@England 8.5%  6.3 3.7 

Middle@ Atlantic 19.2  16.2 7.9 

East@ North@ Central@ 20.5@ 27.3@ 19.8 

West@ North@ Central@ 20.5@ 39.9@ 28.2 

South@ Atlantic 36.1  48.1  32.1 

East@ South@ Central@ 36.8@ 55.9@ 36.6 

West@ South@ Central@ 35.2@ 62.3@ 33.7 

Mountain 7.4  24.4  16.0 

Pacific 16.8  18.9"  11.6* 

U.S. totaI 25.6@ 42.4*@ 26.9* 

*  ハワイ と アラスカを含む． 
( 出所 )  Lance  E. Davis, et  aI., A 卸 erican  Econ ひ 

卸 irCrro 磁劫 ， New  York  l972, p. 396,  よ 

@ 

8)@ Naomi@R ・ Lamoreaux ， The@Great@Merger@Move- 

笏 e れ f  i れ 74 ク行 er た Ⅰ れ Bzz ㎡ れ召お， Ⅰ 895 一 フ 90 ヰ ， Cam- 

bridge U.P., 1985, 他にこの時期の 企業合同に 
ついては， RaIph  L. Nelson, Mer 臼ビ rMopeme れ zs 

ぞれ A% ピ俺 ㏄ れ Ⅰ れメぬ Ⅰ く ノ一一才 895 一 フ 956,  Prince- 

ton 1959, が是非参照さるべきであ る   

9) 第 4 表と第 5 表で数字に違いがみられるのは ， 

ラモロ ーが 注意を促しているように ， この時期 

に継起的に合同を 繰りかえした 企業があ ったこ 
とによる・ Lamnreaux, あ 肋 rp.4. 

10) この問題について ，詳しくは，柄井敏朗『法人 

資本正義の成立 ], 日本経済評論社， 1994 年， 第 

5  章を参照・また ， Mar ㎡ n  J.Sklar, Thhe  ㏄ ゆ n- 
rate  宜 ㏄ 0 れ ， tr 旺 ガ on  o ダ A  meri 切戸 C4aPitali,m, 

Ⅰ 89 Ⅰフ 97 ひ Maor 々Ⅰ ち 妨 e La 切りれ イ poo ん tics, 

Cambridge  U.P., 1988; ClairWilcox  and  Wiliam 
G.  Shepherd,  月ぴうん   C ROolicies  to 竹ク れせ B ぴ切れけⅠ あ 

5thed.,Homewood, I11. 1975, を参照． 

11)  「シャーマン 法」および独占禁止政策について 

は，松下満雄 [ アメリカ独占禁止法 ], 東京大学 
出版会， 1982 年， および村上政 博 「アメリカ独 
占禁止法 j, 有 斐閣， 1987 年， を参照されたい． 

12) C" 紅 essionafReco ぬ ， 21 : 3  (2l Mar. 1890), 
pp.2460ff. 

13) 差し当り， 柄 井「法人資本主義の 成立 ], pp. 
325 一 26. 

14)  「ハーランの 解釈」とは，当時 (1897 円 911 年 ), 
最高裁判所主席判事をつとめていたジョン・ 
マーシャル・ハーランの 主張した解釈のことで 

あ る・ この解釈は「条理の 原則」が確立するま 
で，最高裁判所はもちろん ，下級裁判所の 判決 
でも決定的な 影響をもった・ SkIa,, ゆ ・。 it.,pp. 

127 目 5, また，柄井「法人資本主義の 成立』， 
pp.325 円 6, を参照． 

15) 柄 井，同上書， pp.337 円 1, を参照・ 

16)  MansefG. Blackford  and  K. Austin  Kerr, B ぴ si- 

% せ ⅠⅠ E れ Ⅰ そ Ⅰ ナ Ⅰ ぬ 6  %  A 笏ピ Ⅰ ぞ ㏄ れ fiiJ Ⅰ o ウ ， Boston 

Ⅰ 986, pp. 230--31. 

17)  Sklar, ゆ ・ cii, 柄井，前掲 書 ， pp.337--43,  を 参 
ョ目・   

Ⅰ 8)  Sklar,  i みィイ旺 ， pp.  364 一 66,  368 一 69,  370--75, 

285 づ 7. また，柄井，前掲 書 ， pp.343 円 7, を 

参照． 
19) Sklar, ibid.,pp.325 円 2. また，柄井，同上書， 

pp. 347 円 1, を参照・ 「クレイトン 法」および 

「連邦取引委員会 法 」については ，他に，松下満 

雄，前掲 書 ， pp. g 円 0 ，を参照・ 
20)  Sklar,  ibid 、 ， pp.  32 和 29; 松下， 同上書， PP   

1 ㌻ 30 ， を参照． 

21)  Sklar,  ibid.,pp.331 円 2 脚 ackford  and  Kerr, op   
cit., pp. 250 円 1. 

22, 23) この点については ，柄井，前掲 書 ，第 4 章， 
とくに pp. 214 イ 9,. 同 『アメリカ資本主義と 

民主主 封 ，多賀出版， 1986 年，第 5 章，を 
参照   

24) 柄井，「法人資本主義の 成立』， pp. 229 円 0 ， を 

参照   

25) 鹿野忠生の研究に ょ れば， 19 世紀末から 20 世紀 

初めの英米貿易関係は ，大きく下表のように 変 
化した． 

26) 1904 年について貿易構造の 変化をみると 次の通 
りであ った・ 対 ドイツ関係では ，化学製品，医 

薬品，染料や 綿製品の輸入が 増加して，原綿や 
畜産物が輸出・ ガ フランス関係では ，精製品の 

輸入と原綿の 輸出が大きな 割合を占めた． ほか 

対 カナダ関係では ，鉄鋼製品，石炭，コークス ， 

炭塵が輸出，金属鉱物，同製品が 輸入され， 対 
ブラジル関係では ， コーヒーと並んで ， 天然 コ 。 

ム尊工業原料が 輸入された・ 鹿野，前掲 書 ， PP   

141 円 2. 

また，直接投資についてみると ， 1897 年の投 
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19 世紀末 一 20 世紀初めの英米貿易関係の 変化 ( 単位 100 万ドル ) 

  1871 年   m880 年   1889 年   1904 年 
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@ 所 ) 鹿野忠生 [ アメリカ保護主義の 基礎研究 ] 別言 社 ， 1984 年， p.139   

資 額は 6 億 8.450 万ドル． う ち， メキシコへの 鉄 

道投資が 1 億 1.100 万ドルで最も 多く，次いで ， 
カナダの製造業への 投資が 5,500 万ドル， ョ 一ロ 

， パの 製造業への投資が 3,500 万ドルと続いてい 

る． Cleona Lawis, Am,e,r-icaS Sta 姥肋 In,fter,,u- 
tio,,al 7n,v,estm,,en,f s, 。 Washington D).C. 1938. pp. 

575 円 10 ， を参照． 

27) 楠井 『アメリカ資本主義と 民主主義』。 第 5 章， 
とくに， pp.301 円 0 ， を参照・ 

28) 独立国庫制度とは ， ジャクソン大統領の 特許更 

新拒否によって ， ナジョナル・バンクとして 行 

立することが 出来なくなった 第 2 合衆国銀行に 

伐 って， 合衆国の財政資金の 管理機関として 設 
置された機関． ワシントンに 本金庫がおかれた 

他 ，全国 9 都市に立金庫がおかれた・ 最初は純 
粋に財政業務に 限定されたが ， 1850 年代から， 

景気後退期に 合衆国公債の 費 オぺ を行なって金 

融市場の調整政策を 行なうようになり。 さらに 
南北戦争後は ， この調整業務を 拡大し 中央銀 
行制度を欠いた 合衆国で， 中央銀行の果す 業務 

を代行した． 独立国庫制度の 正式の廃止，は。 
1920 年 5 月であ った． しかし 連邦準備制度は。 

・，，， ヵル ・ ェ ，， ，，， - 
1915 ヰ -11 月に財政代理， 関 となった． Mar   

earel G. Mye は ， A Fr;n, ぱ n,ciuZ Hisz., り ・ げ the  び "   

ited  及 ，， zes, Columbia  U. P., New  York  l973, p   

276  W 吹春 寛 - 調 『アメリカ金融 赳 ， 日本図 苦 ． 

1979 年， p.323), 
29)  国法銀行券の 廃止処分は，次の 形でなされた・ 

①加盟国法銀行は ，連邦準備法制定後 2 一 20 年 

間に， 回収する．②連邦準備銀行は ， これを行 

な う ために国法 銀 ， 行 券発行の担保となっていた 

合衆国公債を ，年老ャ 92.500 万ドルを超えない 顔 
購入する．③その 購入公債は， 短期政府債また 
は年利 3 % 償還期限 30 年の連邦 債 と交換可能で 

あ り， これで償却する．以上であ る． 
30 りこの時期の 関税政策については。 F.W. Taus, ㎏， 

TheTar ガ Hfsro りげ the び ，， ited ぶ丘は f 。 ，， 6lh ed, 

New  York l914. pp. 361 円 49; Ditto, Som,e 
A4s タ ・ erts. イ the Taariffy Questio れ ， L,ondon lg15, 

を参照． 邦語では，鹿野， 前掲 書 がすぐれてお 

り ，鹿野の別の 論文「アメリ ヵ の産業・貿易構 
造と関税問題」，桑原莞爾・ 井上 巽 ・伊藤昌大編 
『イギリス資本主義と 帝国主義世界 ], 九州大学 

出版会。 1990 年，第 10 章， も参照さるべきであ 

る． 

3l) BlackfordandKerr, 砕 ， cit.,p.251. 

322) Taussig, T,, 「， ポ ffHfsfory,, pp.407 円 8. 
33) 合衆国憲法修正第 16 条 (1913 年 ) 「合出国議会は ， 

イ / カ     
その源泉のいかんにかかわらず ， 所得に対し 

て 課税をなし税金を 徴集する権   限，を有するも 
のとする……」． T  . I . ェ マスン・木下段『 現 

代 アメリカ憲法』，東京大学出版会， 1978 年， p   
  

XX111   

34)  Taussig. T 乃 e  n Ⅰ用 ア y  Hz 弗のり :pp.v,418 一 20   

35)@ Taussig ， ibid ， ， pp ， 418@ff   

36) 「アンダーウソ ド 関税法」第 2 節で定められた 
所得税はつぎのものであ った． 個人対して年収 

3.000 ドルまでの所得者に 対しては免税．夫婦者 
に 対しては 4.000 ドルまで免税． 免税水準を超え 

た 所得者には， 1 律 1 % の税を加算． さらに， 

年収 2 万ドル以上の 者に付しては ， 超過額に対 
して累進税 ( 最高税率 7 % Ⅰ を課す． Blackfo,d 
and  Kerr, o タ ・ r 「 t.,p.251,  および鹿野「アメリカ 

の産業・貿易構造と 関税問題」， を参照   

3")  「通商権 限」とは，合出国憲法第 1 条 第 8 節第 
3 項に定められたもので ， 「ぎを覚国との 通商， お 

よび各州間ならびにインディアン 諸部族との通 

商」に対して 有する連邦議会の 権 限のことをい 

ぅ ． これは， 州 と連邦とのあ いだに定められた 
「権 限」分割とかかわるもので ， 両者のあ い だで 

起こり ぅる トラブルを避けるために 定められた 
重要な憲法条項であ った． だが，資本主義の 発 
達とともに， 州境を越え企業活動が 進み ， 
，，。 - , 「，」・「，，， 

「川 除商業」が不可避になった 時 ， この 

「権 限」の範囲をど う 定めるかが，連邦最高裁判 
所の重要な仕事となった． 連邦法で設立 - された 

銀行Ⅱ 列 えば合衆国銀行 ) の各州での営業範囲 

をど う するか，逆に 州法で設立された 企業ィ銀 
行を含酎の全国的な 活動条件をど う するかが・ 
解決さるべき 争点となったからであ る． 「川除 商 
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Western  Working  Class  Radicalism, 
1890 一 1950",  ⅠⅠ bor History,,  7/2,  Spring  1966, 
pp.  131 一 54;  Izwin  Yellow 血 ， "Skilled  WorkerS 

and  Mechanization: The  Laster", Z,,bor  H 蕊 o ひ ， 

18/2, 1977,pp. 197 一 213.  など，また HerbertG. 

Gutman,  Ⅵ ar も CuMltur ど a" メ S0, わり 肪 fn"d ぴ ， - 

と㎡ aliZi nigrA れ 笏 erico, University  of  Illinois  Press, 
1975  ( 大下尚一 他訳 「金ぴか時代のアメリ ヵ 」， 
平凡社， 1986 刊を参照・ 

44)  P.K.  Edwards, Sff わ Aes in  the  ひれ ited  及 屋代 

J88 ト J974., New  York  l981. 
45)  この時期の労働問題については ，鈴木圭介『 ア 

メリカ経済史Ⅲ，第 1 章第 2 節 ( 大塚 秀 Z 
稿 ) を参照． また，神代 和欣 「アメリカ産業民 

主制の研究』，東京大学出版会， 1966 年津田真 
教『アメリカ 労働運動史』，総合労働研究所， 
1972 年 坪尾 武火 [ アメリカ労働管理の 史的構 
造』，千倉書房， 1984 年， を参照・ 

ここで「クローズド 、 ン コップ」 (closed-shop) 
とは，全従業員が 単一組合に加入し 使用者が 
組合員以覚の 労働者を雇用することのできない 
制度． これに対して「オープンショップ 制」 

(open.shop) とは，労働者が 自らの意思で 労働 
組合に加入するか 否かを決断でき ，組合を除名， 
あ るいは参加しない 者に対しても 使用者が雇用 
機会を与えることが 出来る制度をいう・ 

46)  団 ackford  and  Kerr, op. cit.,pp. 236 円 1. 
47) fbid.,pp.23 巳も 9. 
48)  fbid,p.237,  同連盟には労働組合の 指導者はも 

ちろん，全国有力会社の 約 1/3 が加盟した・ 
Th. ローズヴェルト 政権 を支えた有力な 団体で， 
第 2 代会長は，投資銀行家で 指導的な民主党員， 
A. ベルモント (1904 一 07 年 ), 第 3 代会長は前 

コロンビア大学総長でニューヨーク 市長をつと 
めたことのあ る 5 . ロウ (1908 一 14 年 ) が就任 

した． 元大統領グローバー・クリーヴランドを 

はじめ，アンドゥル ー ，カーネギⅠ AFT 会長 
のサミュエル ， ゴ ンパース，統一炭鉱労組の 会 

長ジョン・ミッチェル ，農業団体の N. J . バチ 

ェル ダ Ⅰ U. S. スティール 社 およびインター 
ナショナル・バ ー ヴェスタ一社会長のへン 

リー・フィリップなどが 名を連らねた． Skla,, 
op.ciz.,pp.205 円 6,  n)35,  を参照・ 

49)  Ⅳ ackford  and  Kerr, op. cif.,p. 238. 
50)  Ⅲ ackford  and  Kerr, i&id,p. 238.  「コーポレイ 

ト・リベラリズムについては ， Martin  J. Sklar, 
"Woodrow  W Ⅱ son  and  thePoIitical Economy  of 
Modern  United  States  口 beralism", Szadie$  o 刀 

zAe  ねが， 1/3, FaII  1960 ， pp.l1 Ⅰ 田 7,  以来スク 
ラ 一によって，提唱された 概念で，革新主義 期 
の 「自由主義」を 理解するために 用いられたも 
のであ る． これについては ，高橋章「アメリカ 

了一 一 " ユ一 ・レフト 史判 」， 「歴史語詞， 341 号， 
1978 年何「 [ コーポリット‥ ; べ ラリズムⅠ論 
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ノート」， P 大阪市立大学人文研究 J 31/8, 1979 
年何「「コーポリット‥ J ベ リズム』論帝号」， 

『歴史科学 ], 84, 1981 年 2 月黒川勝利『企業社 
会とアメリカ 労働者 ], 御茶の水書房， 1988 年， 

第 1 章などを参照． 
このような観点から ， この時代の経済政策， と 

くに「独占禁止政策」の 意義を問 う たのは， 
マーティン・ J . スクラ一の前掲 書 ( ℡Ⅰの ゆ 0- 

% セ Resf 川 cfio れが A 笏 eri ㏄ れ C 毎 ， ifa7 ぬ卸 ) であ 

る． また柄井『法人資本主義の 成 到 ，第 5 章， 
を参照． 
BlackfordandKerr,op. 血 ，， pp.240 目 1. 同機関 

の創設を決定した 1912 年の全国大会には ，全国 
各州の 392 の商工団体から 約 700 人の代表者が 参 

加した． 
この時期の移民については ，鈴木圭介 旺 アメリ 

カ経済史Ⅱ』第 2 章第 1 節 ( 大塚秀之 稿 ) を 
参照． またエスニック 問題については ，松本悠 

子「移民とエスニック・コミュニテイ」、 関西ア 
メリカ 史 研究会編著『アメリカの 歴史 下 』， pp. 
57 Ⅰ り ， を参照． 

mackfordand Kerr, op. cit.,pp. 257%0. 

この点については ，大塚秀之のすぐれた 研究が 
是非参照されなければならない．大塚秀之「合出 
国労使関係委員会最終報告にかんする 一考察」， 
『 7 車戸市覚国語大学研究年報』， 223, 1985 年 洞 
「 1910 年代のアメリカ 黒人の就業構造」， 『神戸市 

外国語大学研究年報』 9, 1972 年 ; 同 「アメリカ 

独占資本主義確立期の 労働市場」， 『神戸市覚国 
語大学研究年報 d, 22, 1984 年・ 

第 1 次 世界大戦のアメリカ 経済に・及ぼした 影響 

については，差し 当り， DanielR. Beave,, N,W- 
ton D. ム d%r a 材 Ⅰ ん ， Am 。 ， iM,z W ぴ E が f 。 ら 

JgJ チ JgJg, 1966, を参照・ 

これら 2 つの管理局は。 1917 年 8 月 10 日制定さ 

れた Lever Food and Fuel Control Act of l917 
で設立された ， 食料管理局の 長官にはハーバー 

ト・フーバーが 任命された．戦時中の 全国の食 

糧供給の保証．市場価格の 安定，軍事目的での 
買上げ，小麦の 増産，養豚事業の 育成などの政 
策を行なった・ W Ⅲ am C. Mullendo,e, H ㎏。 り 

0 ダ rh 。 ひ "if ㎡ SZaz,s EoodA メ別劫 ，， Zm が o", 1958, 

燃料管理局長官には ， ハリー・ A . ガーフィー 

ルドが就任した． 

Robe,t D. Cuff, T 旋 Ⅲ ぴ血ガぬ Ⅰ バ ， s 脇ぴ 抽 

Bu,; 刀 9,,-G 。 Wmm 。 "t R, 渤 zio ぬぱ Mr 肋 g  Wor 材 

W ぴ Z, Ba ㎡ mo,e,Johns  Hopkins  U.P., 1973. 

U.S. Bu,eau  of Labor  Statistics, NazioM  Z 几 &or 
Boa" ぱ : A  H ㎏ or ノ 0 ダ ffs  ム 。 佛 oZi 。 れ 0%  AcfiUi- 

fi 。 ，， To 銘柄。 r  wit 万 fzs  AWa, 払 & 材訪 ， Dom- 

m 伽ぉ 0/  7m 尹 。 切れ。 e  肪肪 ， R 。 。 0rd  o ダ Ⅰ ぬ Dom- 

m, れ f,Washington,D.C. 1922. 
1917 年合衆国が参戦した 時， AFL  の会長で， 

全国国防委員会の 労働問題の部会長を 勤めた サ 

ミュエル・コンバー スは ，労使双方の 代表者に 

対して，戦中期のストライキ ， ロックアウト 休 
戦を呼びかけた． この「休戦」の 条件のなかに 

は，①雇用者による 8 時間労働日の 承認，②労 

働者の組合加盟権 の承認，③団体交渉権 の承認 
が含まれた・ こうした呼びかけには 大方の理解 

が 得られたが，社会党系の 労働者， とくに世界 
クラフト ・ ュ ， オ   ，スム 

産業労働組合 (IWW, 1905 年 : 職能別組合主義 
  ンダストリア @L   ユ ニナ 二       

に賛成し 産業別組合主義に 批判的な AFL 
から離れて組織された 組合 ) は， これに反対し 

た・ そこで労使問題の 全面的解決は 困難だと判 

断されて， ウィルソンは ， 1918 年，経営者， 労 

働者 ，政府の三者の 代表者からなる 戦時労働協 
議会 (WarLaborConference Board) を設置。 
問題解決に生った． この協議会の 勧告によって 
創設されたのが 全国戦時労働委員会であ った． 

同委員会は 1500 以上の争議の 調整に成功した． 

60) 鈴木圭介『アメリカ 経済史Ⅲ，第 3 章 第 1 節 

( 黒川勝利 帝 ，とくに pp.423 イ 4,  を参照・ 

6l)  W@lliam  R  .  Doezema,  "United  States  Rail,oad 

Admin 尽 t,ation",  in  K  eith  L. B,yant,  J,.,  Rd,V- 

ro はガ研 fA,  A 群 o ダ R 雙刀 ㎡ ;0",  Jgo( ナ J980 ， 

1988,  を参照、 ． 

62)  R  aH,oad  Cont,olA  ct  (l918 年 )  は，次のことを 

定めた．①鉄道会社に 対して 1917 年 6 月 30 日を 
最終日とする 過去 3 年間の平均に 基づく最低所 

得を保証，② U.S. 鉄道協会に対してこの 計画を 
実行するために 5 億ドルを提供，③戦争終結後 

21 カ月内に鉄道会社に 対して営業権 を返還． 

63)@ Robert@ D ・ Patton@ and@ Clinton@ Warne ， The@ De   

。 ，。 わ戸 m 。 "f ダ theAmerican fcono ガ ， ノ ， Genview, 

Ⅰ   1.@ 1963 ， p ， 266   レヴエ % @ 一   アケ ト 

64 ヵこれは， 1916 年 9 月 8 日制定の歳 人 法によ 

るものであ った． 免税対象者は 変えなかった 

( 本論文く 上 ), 注 36) 参 照 ) が，基本税率をほ 
ぼ 2 倍に引上げた・ 個人に対する 付加率は， 従 

来は最高税率が 50 万ドル以上の 所得者に対して 

6 % であ ったのが， 200 万ドル以上の 所得者に対 
して最高 13% にまで引上げられた・ M. Myers, 

且 M イ iarHisfo り ， pp. 278 円 9 W 吹春 寛一調， p. 
326). 

65 り 超過利潤 税は ，軍需品製造業者に 課せられたも 

ので純利益に 対して 12.5% の追加税となった． 

また，法人企業に 対しては資本金・ 剰余金・未 

分配利益の総額について ， 1,000 ドル当り 50 は． 

の新税が課せられた・ M. Mye は ， り ・。 it., pp. 
278%9 W 吹奏 訳 ， p.326) 

1917 年 10 月の修正では ，免税対象者を ，妻帯 

者，独身を問わず ，一律 1.000 ドルまで引下げた 
が ，扶養家族に 対してはⅠ人に 対して 200 ドルの 

，イル・ しィト 

免税を認めた・ 基本税率を個人には 4 %, 法人 
企業には 6 % まで引上げ，付加税は 累進税とし 

て ， 100 万ドルの所得者については ，最高 63% の 
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税率にまで引上げた． 1818 年の歳入 法 では， 基 

本税率がさらに 引上げられ，個人 6 %, 法人企 
業 12% となった・ 乃仮 ， p.279 ( 吹春訳 ， p.327)   

66) 連邦議会は，その 会期で第 1 回の自由公債法 る 

制定 (1917 年 4 月 24 日 ), 50 億ドルまで長期 債 ， 
20 億ドルまで短期債の 発行を許可した・ 金利は 

3.5% に抑えられ，額面価格 (50 ドル ) 以下での 
売却は認められなかった． その後の発行は 次の 
通りであ った． 

第 2 回は 1917 年 10 月で 4 % 利付債 40 億ドル， 

第 3 回は 1918 年 4 月で 4,25% 利付債で 40 億ドル， 

第 4 回は 1918 年 9 月で 4,25% 利付債， 70 億ドル， 

戦勝公債は償還期間 1  一 5  年の中・短期 債で 45 
億であ った・ Mye,s, ゆ ・， ゎ ， pp. 280-81  W 吹春 

訳 ， p. 328J. 

67)  Vincent  P.  Carosso, fnv,estme れと Ⅰ 支 7nkrti, ど えれ 

Americn:  A  Hisf 。 ウ ， C  ambridge,  Mass.,  1970 ， 

pp. 22 ㌻ 27. 

68)  Ⅰ &7%, p. 225   

69) Benja ㎡ n H. Beckharn, R 。 dera.Z Resen,e Sy ノ sz,m, 

American Institution of Banking, New York 

1972,p. 158 ( 矢尾 次郎監 訳 ，藤田正寛・ 三木谷 

良一・石垣健一調『米国連邦準備制度 ], 東洋経 
済新報社， 1978 年， p. 195). 第 1 . 2 回の自由 
公債の時には 4 ヵ月毎の分割払 い ，第 3 . 4 回 

の自由公債と 戦勝公債の際には 6 ヵ月の分割 拡 

が認められた． 
70) M.Myers, 坤 ・。 佗 ， p. 281 W 吹春訳 。 p. 328). 
71) Beckhart, ゆ ，， cit,, pL l59 ( 矢尾 濫訴， p. 196). 

この証書は， まず連邦準備銀行に 売却され，次 
ぎに加盟銀行に 対して， 時には強要にも 似た形 

で売却された． だが。 この証書の金利が 比較的 
高かった時には 個人投資家によっても 買取られ 

た． この証書の 1 つの特典は。 自由公債の支払 

いにも用いられたこと・ Myers, ゆ ・ cif.., p. 282 

( 吹奏 訳 ， p.331). 
72) 乃ぬ ， p.283 ( 吹春訳 ， p.331). このことは， 当 

時 ，政府の預金には 準備金を積立てる 必要がな 

かったから歓迎された． 

73) 貿易収支黒字幅の 増大 ( 単位 100 万ドル ) は次の 
通り ， 

年次 黒字 幅 年次 黒字隔 年次 黒字 幅 

1914 年 541  1920 年 2,880  1926 年 852 

15 1,091 21 1 。 297 27 303 

16 2,599 22 473 28 695 

17 3 。 131 23 473 29 1,448 

18 3,278 24 79 30 686 

19 4,457 25 759 

( 出所 ) HizSto 「 iCal StatiS ね   び Of the ひ た ite, オ Stat 俺 ， 
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通
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年次 輸出総額 連合王国 フランス 

1914 年 23.7 5.9 1.6 

1917 62.3 20.0 9,4 

1920 82.3 18.3 6.8 

( 出所 ) Hiszori 仮 IStatisti のが 妨ビひ茄甘 ㎡乱妨 es, 
Washington  1975,p.903.  から・ 

75)  この点ついては ，差し当り， Sidney  Ratner, 
James H.Soltow  and  Rchard  Sylla, The  Evo 肋 ， 

fton  o/  the  Ameri,o れ E ㏄ れ 0 笏ダ Crro 砂地， Wel- 

加 %,, and  Dec ぬ ion MaakiW, New  York  l979, pp. 

42 ト 23,  を参照． 

76)  戦時中に設立された 戦時金融公社 (War  周 - 
nance  Coporation,  I918 年 ),  協同組合法 (Co- 
Operation  Act,  1922 年 )  の制定，連邦農業信用 
組合法 ((Agricultural CreditAct,  1923 年 )  の 

制定，農産物販売促進法 (AgrjculturalMarket- 
ing  Act,  1929 年 )  の制定を想起されたい・ The. 
odore  Saloutos  and  John  D. Hicks,  TW そ ntieth. 
C 伽加 アノ 月 n 戸仏緩     Agricultu 囮 I  Disco れ tent  肪 

Ⅰ he  MiofWest,  Ⅰ 90 Ⅰ Jg3J, 口 ncoln, Neb. 1951; 

James  H.  ShideIer,  凡 ㎝ C 冗 Ⅰ 隅 19 フ 田 7923, 
1957,  を参照． 

77)  この時期の産業構造の 変化と特徴については ， 

つぎの文献を 参照． WalteI  Adams,  ed.,  T ぬ 

椀 ru ㏄ ぴ ree  o/  A れ eni ㏄ れ Ⅰ れ dust り ， 4th  ed.,  New 

York  l971;  Leonard  W. Weiss,  C の e  Studi の ln 

A 笏 enrica れ方 ゼぬ Ⅰ ひ ， 2nd  ed., New  Yok  1971,  な 

ど・ また， Thomas  C.  Cockran,  200 Ygears  o/ 
A 笏 enira れ B め iness, New  York  l977, pp. 153 ヰ 0. 
も参照．技術の 発展については ， Nathan  Rnscn. 
berg, Teechnol09  % れみ A の eni ㏄れ 皮 ono 笏た 

Groo 辺地 New  York  l972,  がよい・ 

78)  H 蕊 nriraZ A@ 劫 tisticss  o Ⅰ 妨 e  ひ ん Ⅰ㎡ 3%teS, 
Washington,D.C.1975.pp.126.  137.  1870 年 セ 

ンサスでは 16 歳以上の労働人口総数は 1250 万人・ 

うち農業従事者は 595 万人で非農業従事者は 656 
万人 (52.5%  )  であ った， 

79)  この点については ，後に立ち戻るが ，差し当り， 
A.D. Chandler, Jr,"Competitive  Performance  of 
U.S.  Industrjal  Ente 中 rises  since  the  Second 

World  War",  B ぴ肋俺 s  H 虚 o り 穴の ie 磁 ， 68, 

Spring  l994,pp. l 一 59.  を参照・ 
80)  H 幼 ori 。 al  S 拓 Ⅰ ぬ tics  o ダ th,  ひ "it, ィ St 裾ぬ ， 1975, 

pp.668,  670,  674,  675.  676,  を 参   Bg. 
81)  乃 id. 

( 未完・ 続 ) 
( くすの としろ う 横浜国立大学経営学部教授 ) 

Washington  1975,p.884,  から   


